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　　　　選挙管理委員会

○政治団体の令和２年度分収支報告書の要旨の一部訂正（市町村支援課）……………７

　　　　監 査 委 員

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　　　（監査委員事務局総務課）……………９
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○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第一課）……………39

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第一課）……………43

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第一課）……………47

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第二課）……………51

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第二課）……………55

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局監査第二課）……………58

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局特別監査室）……………64
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　　　　公安委員会

○技能検定員審査の実施　　　　　　　　　（警察本部運転免許試験課）……………75

　福岡県告示第176号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成23年１月福岡県告

示第211号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。
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区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

おいわ川 八女市星野村小原（別紙図面１に示す区域のとお
り） 土石流

備考　別紙図面１は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第179号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年３月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米
浮　羽
草　野
久留米

　線 久留米市田主丸町中尾1415番１先から
久留米市田主丸町中尾1405番３先まで

　福岡県告示第180号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年３月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 壱町原
白　口　線

久留米市三潴町玉満3563番１先から
久留米市三潴町玉満3560番１先まで

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

おいわ 八女市星野村（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

備考　別紙図面１は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第177号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成23年１月福岡

県告示第212号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建築物に
作用すると想定される衝
撃に関する事項

おいわ 八女市星野村（別紙図面
１に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載する表

のとおり

備考　別紙図面１は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第178号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示（重要流域（令和３年１月５日農林水産省告示第32号で指定された

重要流域をいう。）に係るものに限る。）で定めるところによる。

　　平成12年12月４日農林水産省告示第1496号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課並び

に関係市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第184号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規

定により次のように告示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　福岡市早良区大字椎原字辻861の56（次の図に示す部分に限る。）、字長畑923の12

・923の24（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　福岡県告示第181号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年３月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

八女 442号 八女市黒木町湯辺田321番４先から
八女市黒木町湯辺田259番３先まで

　福岡県告示第182号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年３月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 瀬　高
久留米　線

久留米市荒木町白口1621番１先から
久留米市荒木町白口1623番１先まで

　福岡県告示第183号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条

の規定により告示する。
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　　理事長　佐藤　耕造

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市大門字大門口41番１及び41番３から41番10まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市西区北原一丁目４番14号

　　株式会社九大学研不動産

　　代表取締役　森　和義

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡粕屋町大字阿恵字野中192番６から192番９まで及び192番23から192番32まで

並びにこれらの区域内の道路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡粕屋町大字阿恵304番地

　　合同会社Ｉ・Ｍ・Ｔ

　　代表社員　田郷　一郎

　　糟屋郡粕屋町大字阿恵221番地２

　　藤野　英士

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第185号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年３月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

飯　塚 豆　田
稲　築　線

嘉麻市岩崎1321番１先から
嘉麻市岩崎1316番２先まで

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　春日市桜ケ丘四丁目28番１及び28番４

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市南区和田四丁目16番１号

　　社会福祉法人　徳和会

公　　　告
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　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市川久保二丁目20番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　大野城市川久保三丁目12番44号

　安河内　ツギ

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（福岡県営経営体育成基盤整備事業における基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

田川郡福智町伊方地区 令和４年１月７日から
令和４年３月18日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、篠栗町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　 開発区域に含まれる地域の名称

　　中間市大字垣生字十王670番２、670番10から670番20まで、670番22から670番29まで

、670番31及び694番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

北九州市八幡西区則松三丁目1636番地５

有限会社東筑開発

取締役　白川　大輔

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡粕屋町戸原東二丁目97番２、98番１、98番４から98番６まで、98番11及び98

番15

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　福岡市南区野間三丁目15番1号

　社会福祉法人　来福

　理事長　丸山　貴裕

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。
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る中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した

者

　⑵　建築士法の規定により知事が定める受験資格（令和元年12月福岡県告示第537号）

により受験資格を認められた者

　⑶　建築実務の経験を７年以上有する者

２　試験

　⑴　方法

ア　試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

　　イ　設計製図の試験は、本年の学科の試験の合格者並びに令和２年及び令和３年の

学科の試験の合格者に限り受けることができる（他の都道府県知事が行った二級

建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者を含む。）。

ウ　学科の試験科目は、建築計画、建築法規、建築構造及び建築施工とする。

　⑵　日時及び場所

　　ア　二級建築士試験

試験の区分 日　　　　　　時 場　　　所

学科の試験 令和４年７月３日（日曜日）
午前10時10分～午後５時20分

福岡市東区和白東３−30−１
福岡工業大学

設計製図の試験 令和４年９月11日（日曜日）
午前11時00分～午後４時00分

福岡市東区香住ヶ丘１−１−１
福岡女子大学
福岡市博多区博多駅前２−９−28
福岡商工会議所

イ　木造建築士試験

試験の区分 日　　　　　　時 場　　　所

学科の試験  令和４年７月24日（日曜日）
 午前10時10分～午後５時20分

福岡市早良区西新６−２−92
西南学院大学

設計製図の試験  令和４年10月９日（日曜日）
 午前11時00分～午後４時00分

福岡市東区香住ヶ丘１−１−１
福岡女子大学

３　受験の申込手続

　　原則としてインターネットによる受験申込のみとする。詳細は、公益財団法人建築

技術教育普及センターのホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）を確認すること。

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

篠栗町大字萩尾地内 令和４年２月14日から
令和４年２月28日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように終了したので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（３級基準点測量、ＧＮＳＳ水準測量、３級水準測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

那珂川市大字西畑 令和４年２月１日

　公告

　令和４年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のように実施する。

　なお、試験に関する事務は、建築士法（昭和25年法律第202号）第15条の６第１項の規

定に基づき、昭和60年11月福岡県告示第1683号の２により指定した公益財団法人建築技

術教育普及センターに行わせる。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　受験資格

　　二級建築士試験にあっては令和４年７月３日現在、木造建築士試験にあっては令和

４年７月24日現在において、次のいずれかに該当する者が受験できる。

　⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、高等専門学校、高等学校若しく

は中等教育学校、旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学、旧専門学校令（明

治36年勅令第61号）による専門学校又は旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）によ
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株式会社海王

代表取締役　竹下　晃平

　公告

　農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規

定に基づき指定した特定農業用ため池のうち、次の特定農業用ため池の指定を解除した

ので、同条第５項において準用する同条第３項の規定により公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

特定農業用ため池の名称 所　在　地 解除年月日

松原池 福岡市東区和白東一丁目1438番地１ 令和４年２月17日

於岩ヶ原池 福岡市城南区大字梅林字於岩ヶ原661番地　
外２筆 令和４年２月17日

牟田池 福津市勝浦字牟田１番１ 令和４年２月17日

足形ため池 久留米市諏訪野町字四反田1573番２　外 令和４年２月17日

梅ノ木谷池 田川郡赤村大字赤字梅ノ木谷2345番地　外 令和４年２月17日

石浦池 田川郡赤村大字赤字石浦1478番地 令和４年２月17日

三角池 田川郡赤村大字赤福間寺3209番地 令和４年２月17日

十蔵谷池 田川郡大任町大字大行事字東白土2635 令和４年２月17日

　福岡県選挙管理委員会告示第12号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報

告書について、公明党北九州総支部、自由民主党福岡県第五選挙区支部、鬼木誠後援会

及び藤本顕憲君を支援する南山会の会計責任者から修正の報告があったので、同法第20

条第１項の規定に基づき公表した令和２年分収支報告書の要旨（令和３年11月福岡県選

挙管理委員会告示第160号）の一部を、次のとおり改める。

　　令和４年３月４日

受　付　期　間 受　付　時　間

令和４年４月１日（金曜日）～同月14日（木
曜日）

受付開始日の午前10時00分～受付終了日の午
後４時00分

　　インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合（身体に障がいが

ありインターネットの利用が困難である等）には、別途受付方法を案内するので、令

和４年４月６日（水曜日）までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部（電話

050−3033−3822）まで問い合わせること。

４　合格者の発表

　　二級建築士試験における学科の試験の合格者は令和４年８月23日（火曜日）頃、木

造建築士試験における学科の試験の合格者は同年９月６日（火曜日）頃、最終合格者

は同年12月１日（木曜日）頃に発表する。発表は合格者に対して通知するほか、公益

財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（https://www.jaeic.or.jp/）に掲

載して行う。

５　その他

　　受験手続、合格者の発表の日その他の問合せは、公益財団法人建築技術教育普及セ

ンター本部（電話050−3033−3822）、公益財団法人建築技術教育普及センター九州

支部（電話092−471−6310）又は公益社団法人福岡県建築士会（電話092−441−1867

）に対して行うこと。

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡宇美町宇美東二丁目1670番１、1670番３から1670番30まで、1673番１、1673

番12から1673番25まで並びにこれらの区域内の水路である町有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

北九州市小倉北区明和町９番１号
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　令和２年分収支報告書の要旨中、鬼木誠後援会の項を次のとおり改める。

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　令和２年分収支報告書の要旨中、公明党北九州総支部の項を次のとおり改める。
1 公明党北九州総支部
報告年月日 03.02.04
１　収入総額 35,929,437
　　　前年繰越額 3,854,893
　　　本年収入額 32,074,544
２　支出総額 11,868,653
３　本年収入の内訳
　寄附 22,390,900
　　個人分 22,340,900
　　団体分 50,000
　機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,780,000
　　令和２年賀詞交歓会 3,780,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 5,903,608
　　公明党福岡県本部 5,903,608
　その他の収入 36
　　一件十万円未満のもの 36
４　支出の内訳
　経常経費 3,322,202
　　人件費 1,133,353
　　光熱水費 110,894
　　備品・消耗品費 176,754
　　事務所費 1,901,201
　政治活動費 8,546,451
　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 1,097,425
　　組織活動費 946,136
　　選挙関係費 393,127
　　機関紙誌の発行その他の事業費 6,091,228
　　　宣伝事業費 2,502,551
　　　政治資金パーティー開催事業費 3,588,677
　　寄附・交付金 1,115,960
５　寄附の内訳
　〔個人分〕
　清水　春実 100,000 北九州市八幡西区
　松田　伸一 100,000 北九州市戸畑区
　山口　弘子 60,000 北九州市小倉北区
　柳田　信子 100,000 北九州市小倉北区
　仮水　美保 100,000 北九州市小倉北区
　渡辺　賢士 100,000 北九州市小倉南区
　杉原　ヒロ子 100,000 北九州市小倉北区
　杉原　智一郎 100,000 北九州市小倉北区
　池田　奈々美 100,000 北九州市八幡西区
　年間五万円以下のもの 21,480,900
　〔団体分〕
　年間五万円以下のもの 50,000

99 自由民主党福岡県第五選挙区支部
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号
公職の候補者の氏名 原田　義昭
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 03.05.13
１　収入総額 30,856,586
　　　前年繰越額 9,461,029
　　　本年収入額 21,395,557
２　支出総額 23,024,206
３　本年収入の内訳
　個人の党費・会費 (1016人) 945,450
　寄附 6,950,000
　　個人分 5,400,000
　　政治団体分 1,550,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,500,000
　　自由民主党本部 13,000,000
　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000
　その他の収入 107
　　一件十万円未満のもの 107
４　支出の内訳
　経常経費 9,952,334
　　光熱水費 531,509
　　備品・消耗品費 3,035,573
　　事務所費 6,385,252
　政治活動費 13,071,872
　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 1,700,000
　　組織活動費 83,809
　　機関紙誌の発行その他の事業費 11,257,227
　　　宣伝事業費 11,257,227
　　調査研究費 30,836
　　寄附・交付金 1,700,000
５　寄附の内訳
　〔個人分〕
　原田　義昭 4,800,000 太宰府市
　清水　周 300,000 東京都世田谷区
　岡田　唯洋 300,000 神奈川県秦野市
　〔政治団体分〕
　日本医師連盟 500,000 東京都文京区
　全友会 1,000,000 東京都千代田区
　年間五万円以下のもの 50,000

99 自由民主党福岡県第五選挙区支部
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号
公職の候補者の氏名 原田　義昭
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 03.05.13
１　収入総額 30,856,586
　　　前年繰越額 9,461,029
　　　本年収入額 21,395,557
２　支出総額 23,024,206
３　本年収入の内訳
　個人の党費・会費 (1016人) 945,450
　寄附 6,950,000
　　個人分 5,400,000
　　政治団体分 1,550,000
　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,500,000
　　自由民主党本部 13,000,000
　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000
　その他の収入 107
　　一件十万円未満のもの 107
４　支出の内訳
　経常経費 9,952,334
　　光熱水費 531,509
　　備品・消耗品費 3,035,573
　　事務所費 6,385,252
　政治活動費 13,071,872
　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 1,700,000
　　組織活動費 83,809
　　機関紙誌の発行その他の事業費 11,257,227
　　　宣伝事業費 11,257,227
　　調査研究費 30,836
　　寄附・交付金 1,700,000
５　寄附の内訳
　〔個人分〕
　原田　義昭 4,800,000 太宰府市
　清水　周 300,000 東京都世田谷区
　岡田　唯洋 300,000 神奈川県秦野市
　〔政治団体分〕
　日本医師連盟 500,000 東京都文京区
　全友会 1,000,000 東京都千代田区
　年間五万円以下のもの 50,000

6 鬼木誠後援会
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号及び第二号
公職の候補者の氏名 鬼木　　誠
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
資金管理団体の届出をした者の氏名 鬼木　　誠
資金管理団体の届出に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 03.05.31
１　収入総額 65,791,888
　　　前年繰越額 11,149,997
　　　本年収入額 54,641,891
２　支出総額 41,648,651
３　本年収入の内訳
　寄附 8,204,400
　　個人分 5,204,400
　　政治団体分 3,000,000
　機関紙誌の発行その他の事業による収入 46,429,500
　　パワーランチセミナー2020WINTER 5,480,000
　　政経フォーラムIN東京１ 3,060,000
　　第18回政経フォーラム 11,250,000
　　政経フォーラムIN東京２ 3,320,000
　　政経フォーラムIN東京３ 4,000,000
　　パワーランチセミナー2020AUTUMU 6,180,000
　　第19回政経フォーラム 12,550,000
　　おにきまこと政治塾 252,000
　　鬼木誠を大きく育てる会 68,000
　　育誠会 269,500
　その他の収入 7,991
　　一件十万円未満のもの 7,991
４　支出の内訳
　経常経費 23,180,967
　　人件費 13,562,650
　　光熱水費 286,465
　　備品・消耗品費 5,119,401
　　事務所費 4,212,451
　政治活動費 18,467,684
　　組織活動費 5,750,996
　　機関紙誌の発行その他の事業費 9,621,222
　　　機関紙誌の発行事業費 1,948,767
　　　宣伝事業費 1,868,668
　　　政治資金パーティー開催事業費 5,255,462
　　　その他の事業費 548,325
　　調査研究費 95,466
　　寄附・交付金 3,000,000
５　寄附の内訳
　〔個人分〕
　鬼木　彬 500,000 福岡市中央区
　鬼木　誠 4,500,000 福岡市中央区
　年間五万円以下のもの 204,400
　〔政治団体分〕
　近未来政治研究会 2,000,000 東京都千代田区
　日本医師連盟 1,000,000 東京都文京区

６　特定パーティーの概要
　第18回政経フォーラム 11,250,000 562人 福岡市中央区
　第19回政経フォーラム 12,550,000 627人 福岡市中央区
７　政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第１８回政経フォーラム
〔団体からの対価の支払〕
　医療法人　つくし会病院 400,000 大野城市

　令和２年分収支報告書の要旨中、自由民主党福岡県第五選挙区支部の項を次のとおり

改める。
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6 鬼木誠後援会
国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号及び第二号
公職の候補者の氏名 鬼木　　誠
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
資金管理団体の届出をした者の氏名 鬼木　　誠
資金管理団体の届出に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 03.05.31
１　収入総額 65,791,888
　　　前年繰越額 11,149,997
　　　本年収入額 54,641,891
２　支出総額 41,648,651
３　本年収入の内訳
　寄附 8,204,400
　　個人分 5,204,400
　　政治団体分 3,000,000
　機関紙誌の発行その他の事業による収入 46,429,500
　　パワーランチセミナー2020WINTER 5,480,000
　　政経フォーラムIN東京１ 3,060,000
　　第18回政経フォーラム 11,250,000
　　政経フォーラムIN東京２ 3,320,000
　　政経フォーラムIN東京３ 4,000,000
　　パワーランチセミナー2020AUTUMU 6,180,000
　　第19回政経フォーラム 12,550,000
　　おにきまこと政治塾 252,000
　　鬼木誠を大きく育てる会 68,000
　　育誠会 269,500
　その他の収入 7,991
　　一件十万円未満のもの 7,991
４　支出の内訳
　経常経費 23,180,967
　　人件費 13,562,650
　　光熱水費 286,465
　　備品・消耗品費 5,119,401
　　事務所費 4,212,451
　政治活動費 18,467,684
　　組織活動費 5,750,996
　　機関紙誌の発行その他の事業費 9,621,222
　　　機関紙誌の発行事業費 1,948,767
　　　宣伝事業費 1,868,668
　　　政治資金パーティー開催事業費 5,255,462
　　　その他の事業費 548,325
　　調査研究費 95,466
　　寄附・交付金 3,000,000
５　寄附の内訳
　〔個人分〕
　鬼木　彬 500,000 福岡市中央区
　鬼木　誠 4,500,000 福岡市中央区
　年間五万円以下のもの 204,400
　〔政治団体分〕
　近未来政治研究会 2,000,000 東京都千代田区
　日本医師連盟 1,000,000 東京都文京区

６　特定パーティーの概要
　第18回政経フォーラム 11,250,000 562人 福岡市中央区
　第19回政経フォーラム 12,550,000 627人 福岡市中央区
７　政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第１８回政経フォーラム
〔団体からの対価の支払〕
　医療法人　つくし会病院 400,000 大野城市

　令和２年分収支報告書の要旨中、藤本顕憲君を支援する南山会の項を次のとおり改め

る。
384 藤本顕憲君を支援する南山会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤本　顕憲
資金管理団体の届出に係る公職の種類 指定市議福岡
報告年月日 03.02.17
１　収入総額 8,892,312
　　　前年繰越額 3,192,026
　　　本年収入額 5,700,286
２　支出総額 5,909,687
３　本年収入の内訳
　機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,857,890
　　その他催物事業 338,000
　　2020年秋第40回福岡市議会議員藤本顕憲君を囲む会 4,519,890
　その他の収入 842,396
　　一件十万円未満のもの 842,396
４　支出の内訳
　経常経費 4,326,336
　　人件費 551,840
　　備品・消耗品費 775,400
　　事務所費 2,999,096
　政治活動費 1,583,351
　　組織活動費 105,597
　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,337,002
　　　宣伝事業費 266,916
　　　政治資金パーティー開催事業費 680,600
　　　その他の事業費 389,486
　　調査研究費 140,752
５　政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
２０２０年秋第４０回福岡市議会議員藤本顕憲君を囲む会
〔個人からの対価の支払〕
　八頭司　正典 300,000 福岡市中央区

　監査公表第14号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づく行政監査「大規模災

害時の物資の備蓄・管理状況について」を総務部防災危機管理局等19機関について実施

したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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和
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月
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曜

日

  
令

 和
 ３

 年
 度

 
  

行
 政

 監
 査

 結
 果

 報
 告

 書
 

 
 （
大
規
模
災
害
時
の
物
資
の
備
蓄
・
管
理
状
況
に
つ
い
て
）
 

     
 

福
 岡

 県
 監

 査
 委

 員
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令

和
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年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

   
目
 
 
次

 
   第

１
 

監
査

概
要

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
１

 

 
１
 

行
政

監
査

の
テ

ー
マ

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
１

 

 
２
 

テ
ー

マ
選

定
の

理
由

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
１

 

 
３
 

監
査

対
象

物
資

及
び

監
査

対
象

機
関
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
１

 

 
４
 

監
査

の
実

施
期

間
・

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
３

 

 
５
 

監
査

の
実

施
方

法
・

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
３

 

 
６
 

監
査

の
着

眼
点

・
・

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
３

 

 
 

 第
２
 

監
査

結
果

及
び

意
見

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
４

 

 
１
 

物
資

の
備

蓄
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い
る
か

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
４

 

 
２
 

保
管

場
所

が
適

切
に

確
保

さ
れ

て
い
る
か

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
７
 

 
３
 

物
資

の
管

理
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い
る
か

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
1
0 

 
４
 

福
岡

県
災

害
対

策
本

部
用

備
蓄

物
資
に
つ

い
て

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
1
2 

 
５
 

ま
と

め
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・
・

・
・

・
1
3 
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号
令

和
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年
３

月
４

日
　

金
曜

日

1 
  第

１
 

監
査

概
要

 

 １
 

行
政

監
査

の
テ

ー
マ

 

大
規

模
災

害
時

の
物

資
の

備
蓄

・
管

理
状

況
に
つ

い
て
 

 

２
 

テ
ー

マ
選

定
の

理
由

 

近
年

、
大

規
模

な
地

震
が

全
国

で
頻

発
し

て
お
り

、
九

州
で
も

平
成

17
年
の
福
岡

県
西
方

沖
地

震
や
平

成
28

年
の

熊
本

地
震

に
よ

り
甚
大

な
被
害

が
生

じ
て
い

る
。

ま
た
、

気
候

変
動
の

影
響

に

よ
り
、

平
成

2
9
年

７
月

九
州

北
部

豪
雨
や

令
和
２

年
７

月
豪
雨

な
ど

の
気
象

災
害

が
激
甚

化
・

頻

発
化
し

て
お

り
、

災
害

対
策

の
重

要
性
が

ま
す
ま

す
高

ま
っ
て

い
る

。
 

こ
の

た
め

、
大

規
模

災
害

発
災

直
後

の
生

命
維
持

や
生

活
に
最

低
限

必
要
な

食
料

、
生
活

物

資
、
避

難
所

運
営

に
必

要
な

資
機

材
に
つ

い
て
、

本
県

に
お
け

る
備

蓄
・
管

理
状

況
を
検

証
し

、

県
民
の

安
全

・
安

心
の

確
保

に
資

す
る
も

の
。
 

 ３
 

監
査

対
象

物
資

及
び

監
査

対
象

機
関
 

⑴
 

監
査

対
象

物
資

 
県

が
備

蓄
す

る
発

災
直

後
の

生
命

維
持
や

生
活
に

最
低

限
必
要

な
食

料
、
生

活
物

資
、
避

難

所
運

営
に

必
要

な
資

機
材

 
⑵

 
監

査
対

象
機

関
 

監
査

の
実

施
に

先
立

っ
て

、
災

害
対

策
本

部
を
構

成
す

る
機
関

等
（

1
74

機
関
）

を
対
象

に

災
害

時
用

物
資

の
備

蓄
・

管
理

状
況

に
関

す
る
予

備
調

査
を
実

施
し

た
と
こ

ろ
、
計

1
59

機
関

に
お

い
て

備
蓄

・
管

理
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と
が

判
明

し
た
。

 
 

【
表
１

】
行

政
監

査
予

備
調

査
の

結
果

 

 

本
庁

出
先

機
関

合
計

秘
書

室
・
総

務
部

9
9

0
9

企
画

・
地

域
振

興
部

9
9

0
9

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

4
4

0
4

保
健

医
療

介
護

部
1
8

9
9

1
8

福
祉

労
働

部
9

9
0

9
環

境
部

4
4

0
4

商
工

部
9

9
0

9
農

林
水

産
部

2
0

1
4

6
2
0

県
土

整
備

部
2
2

1
0

1
2

2
2

建
築

都
市

部
9

8
1

9
会

計
管

理
局

1
1

0
1

企
業

局
1

1
0

1
教

育
委

員
会

1
7

0
2

2
警

察
本

部
4
2

1
4
1

4
2

合
計

1
7
4

8
8

7
1

1
5
9

（
参

考
）
対

象
機

関
　

　
　

　
 知

事
部

局
・
教

育
委

員
会

：
福

岡
県

災
害

対
策

本
部

の
組

織
に

該
当

す
る

機
関

　
　

  
  

 警
察

本
部

：
福

岡
県

警
察

災
害

警
備

基
本

計
画

に
該

当
す

る
機

関

対
象

機
関

数
備

蓄
・
管

理
機

関
数

部
局

名
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和
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号
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災
害

対
策

本
部

を
構

成
す

る
機

関
等
（

17
4
機

関
）
の

中
か

ら
、
対

象
物

資
の
所

管
機

関
※

（
２

機
関

）、
備

蓄
拠

点
の

管
理

機
関

※
（

７
機
関

）、
応

急
対
策

を
実

施
す
る

機
関

の
う
ち

か
ら

1
0
機

関
、

教
育

委
員

会
と

警
察

本
部

か
ら

そ
れ
ぞ

れ
１

機
関
、

合
計

19
機
関
を
、

そ
の
果

た

す
べ

き
役

割
の

重
要

性
を

踏
ま

え
監

査
対

象
機
関

に
選

定
し
た

。
 

※
 

防
災

危
機

管
理

局
及

び
福

祉
総

務
課

は
、

物
資

の
所

管
機

関
と

備
蓄

拠
点

の
管

理
機

関
の

両
方

に
該

当
す

る
た

め
そ

れ
ぞ

れ
  

１
機

関
と

し
て

計
上

し
た

。
 

 

【
表
２

－
１

】
監

査
対

象
機

関
（

部
局
別

）
 

  
【
表
２

－
２

】
監

査
対

象
物

資
及

び
監

査
対
象

機
関

（
役
割

別
）

 

  

所
管
機
関
名

（
備
蓄
拠
点
名
）

管
理
機
関
名

県
消
防
学
校

県
本
庁
舎

八
幡
総
合
庁
舎

八
幡
農
林
事
務
所

行
橋
総
合
庁
舎

京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

田
川
総
合
庁
舎

田
川
保
健
福
祉
事
務
所

朝
倉
総
合
庁
舎

北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

筑
後
農
林
事
務
所

筑
後
農
林
事
務
所

（
教
育
委
員
会
）
総
務
企
画
課

（
警
察
本
部
）
警
備
課

久
留
米
県
土
整
備
事
務
所

飯
塚
県
土
整
備
事
務
所

　
－

　
－

災
害
対
応
職
員
用
備
蓄
物
資

（
知
事
務
局
）

防
災
危
機
管
理
局

農
村
森
林
整
備
課

福
岡
農
林
事
務
所

飯
塚
農
林
事
務
所

道
路
維
持
課

河
川
管
理
課

砂
防
課

福
岡
県
土
整
備
事
務
所

北
九
州
県
土
整
備
事
務
所

備
蓄
機
関
名
（
応
急
対
策
を
実
施
す
る
機
関
か
ら
選
定
）

監
査
対
象
物
資
の
種
別

監
査
対
象
機
関
名

災
害
救
助
用
備
蓄
物
資

（
被
災
者
用
）

防
災
危
機
管
理
局
、

福
祉
総
務
課

防
災
危
機
管
理
局
、
福
祉
総
務
課

部
局
名

機
関
名

総
務
部
（
1
）

防
災
危
機
管
理
局

保
健
医
療
介
護
部
（
3
）
田
川
保
健
福
祉
事
務
所
、
北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

福
祉
労
働
部
（
1
）

福
祉
総
務
課

農
林
水
産
部
（
5
）

農
村
森
林
整
備
課
、
福
岡
農
林
事
務
所
、
八
幡
農
林
事
務
所
、
飯
塚
農
林
事
務
所
、

筑
後
農
林
事
務
所

県
土
整
備
部
（
7
）

道
路
維
持
課
、
河
川
管
理
課
、
砂
防
課
、
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
、
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
、

北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
、
飯
塚
県
土
整
備
事
務
所

教
育
委
員
会
教
育
総
務
部
（
1
）

総
務
企
画
課

警
察
本
部

警
備
部
（
1
）

警
備
課

知
事
部
局

　
計
　
1
9
機
関
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【
図
１

】
県

の
備

蓄
拠

点
 

７
か

所
 

 

 
 ４

 
監

査
の

実
施

期
間

 

令
和

３
年

10
月

28
日

（
木

）
～

令
和

３
年

11
月

3
0
日

（
火
）
 

 ５
 

監
査

の
実

施
方

法
 

表
２

－
１

に
記

載
し

て
い

る
19

機
関
に
監

査
調
書

や
台

帳
等
の

提
出

を
求
め

た
上

で
、
現

地
に

赴
き
、

備
蓄

物
資

の
現

物
確

認
、

管
理
状

況
の
調

査
、

関
係
者

か
ら

の
ヒ
ア

リ
ン

グ
を
行

っ
た

。
 

 ６
 

監
査

の
着

眼
点

 

⑴
 

物
資

の
備

蓄
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か
。

 
ア

 
福

岡
県

備
蓄

基
本

計
画

等
に

基
づ
く

目
標
量

が
備

蓄
さ
れ

て
い

る
か
。

 
⑵

 
保

管
場

所
が

適
切

に
確

保
さ

れ
て

い
る
か
。

 

県
消

防
学

校
 

県
本

庁
舎

 

八
幡

総
合

庁
舎

 

行
橋

総
合

庁
舎

 

朝
倉

総
合

庁
舎

 

田
川

総
合

庁
舎

 

筑
後

農
林

事
務

所
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ア

 
保

管
場

所
は

浸
水

や
土

砂
災

害
の
お
そ

れ
が

な
い
と

こ
ろ

か
。

 
 

 
イ

 
保

管
場

所
に

損
傷

は
な

い
か

。
 

ウ
 

保
管

場
所

は
十

分
な

ス
ペ

ー
ス

が
確

保
さ
れ

て
お

り
、
直

ち
に

搬
出
で

き
る

よ
う
整

理
整

頓
さ

れ
て

い
る

か
。

 
⑶

 
物

資
の

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て
い

る
か
。

 
 

 
ア

 
数

量
管

理
の

た
め

の
台

帳
を

作
成
し
て

い
る

か
。

 
 

 
イ

 
台

帳
と

在
庫

数
量

は
一

致
し

て
い
る
か

。
 

 
 

ウ
 

機
能

・
品

質
点

検
を

定
期

的
に

実
施
し

て
い

る
か
。

 
 

 
エ

 
資

機
材

の
稼

働
に

必
要

な
燃

料
（
電
池

等
含

む
）
等

が
直

ち
に
使

用
で

き
る
状

態
に

あ
る

か
。

 
 

 
オ

 
水

・
食

料
に

つ
い

て
、

有
効

期
限
切
れ

等
で

処
分
す

る
場

合
、
有

効
活

用
が
行

わ
れ

て
い

る
か

。
 

 
 

カ
 

物
資

の
更

新
に

あ
た

っ
て

は
、

最
新
の

情
報

を
把
握

し
、

よ
り
利

便
性

が
高
く

効
率

の
良

い
も

の
へ

更
新

し
て

い
る

か
。

 
  第

２
 

監
査

結
果

及
び

意
見

 

監
査
結

果
及

び
意

見
に

つ
い

て
は

、
上

記
の
監
査

の
着

眼
点
に

沿
っ

て
と
り

ま
と

め
を
行

っ
た

。
 

 １
 

物
資

の
備

蓄
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か
 

⑴
 

備
蓄

の
目

的
 

本
県

で
は

、
福

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き
福

岡
県

備
蓄
基

本
計

画
（
以

下
「

備
蓄
計

画
」

と
い

う
。）

を
策

定
し

て
い

る
。

備
蓄

計
画
は

、
大

規
模
災

害
時

に
、
流

通
機

能
が
麻

痺

し
、

発
災

か
ら

３
日

間
程

度
は

被
災

地
外

か
ら
の

支
援

が
行
き

届
か

ず
、
被

災
地

ニ
ー
ズ

の
的

確
な

把
握

が
困

難
な

状
況

が
続

く
こ

と
を

想
定
し

、
県

民
、
自

主
防

災
組
織

等
の

各
主
体

の
役

割
や

、
県

・
市

町
村

が
実

施
す

べ
き

施
策

の
基
本

的
方

向
性
を

示
し

て
い
る

。
県

は
、
市

町
村

が
甚

大
な

被
害

を
受

け
、

備
蓄

し
た

物
資

の
提
供

や
協

定
事
業

者
等

か
ら
の

調
達

が
困
難

に
な

っ
た

場
合

な
ど

に
備

え
、

広
域

自
治

体
と

し
て
市

町
村

を
補
完

す
る

立
場
か

ら
、

物
資
の

備
蓄

の
充

実
と

と
も

に
、

調
達

体
制

の
整

備
を

図
る
こ

と
と

し
て
い

る
。

 
 
⑵

 
備

蓄
品

目
・

数
量

 
備

蓄
計

画
で

は
、

備
蓄

品
目

に
つ

い
て
、

発
災
直

後
の

生
命
維

持
や

生
活
に

最
低

限
必
要

な

食
料

、
生

活
物

資
、

避
難

所
運

営
に

必
要

な
資
機

材
を

備
蓄
す

る
こ

と
と
し

、
具

体
的
な

品
目

の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、

要
配

慮
者

等
の

ニ
ー
ズ

や
男

女
の
ニ

ー
ズ

の
違
い

を
踏

ま
え
る

と
と

も
に

、
通

信
網

の
寸

断
等

に
よ

り
被

災
地

の
需
要

把
握

が
困
難

な
場

合
に
要

請
を

待
た
ず

に
物

資
を

供
給

す
る

こ
と

も
想

定
し

、
汎

用
性

の
高
い

物
と

す
る
等

の
配

慮
を
行

う
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

令
和

２
年

度
及

び
３

年
度

に
は
新

型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染

症
対

策
と
し

て
マ

ス
ク

、
非

接
触

型
体

温
計

、
消

毒
液

等
を

新
た
に

選
定

す
る
な

ど
、

社
会
情

勢
を

踏
ま
え

た
備
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曜

日

5 
  

蓄
が

図
ら

れ
て

い
る

。
 

備
蓄

数
量

に
つ

い
て

は
、

県
内

で
想

定
さ

れ
る
最

大
の

避
難
者

数
（

46
,5

66
人
）

を
も
と

に

必
要

量
を

見
積

も
り

、
市

町
村

備
蓄

量
及

び
流
通

備
蓄

※
量
等

を
勘

案
の
上

、
食

料
等
の

物
資

は

想
定

さ
れ

る
最

大
避

難
者

数
の

１
日

分
の

３
分
の

１
を

、
避
難

所
運

営
資
機

材
は

最
大
規

模
の

災
害

発
生

時
に

必
要

と
想

定
さ

れ
る

量
の

３
分
の

１
を

、
目
標

量
と

し
て
現

物
で

備
蓄
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 
備

蓄
品

目
・

数
量

に
つ

い
て

調
査
し

た
結

果
は
表

３
の

と
お
り

で
あ

り
、
概

ね
適

切
に
備

蓄

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、
３

品
目

（
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

ウ
ェ

ア
、
下

着
、

パ
ー
テ

ー
シ

ョ
ン
（

屋
根

あ
り

）
）

に
つ

い
て

、
目

標
量

に
達
し

て
い

な
か
っ

た
。

こ
の
う

ち
、

ト
レ
ー

ニ
ン

グ
ウ
ェ

ア
及

び
下

着
の

不
足

の
理

由
に

つ
い

て
は

、
保

管
ス
ペ

ー
ス

に
余
裕

が
な

い
こ
と

及
び

市
町
村

か
ら

の
需

要
も

他
の

品
目

ほ
ど

高
く

な
い

こ
と

か
ら
、

流
通

備
蓄
に

よ
る

対
応
を

想
定

し
て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
が

、
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
ウ

ェ
ア
に

つ
い

て
は
流

通
備

蓄
に
よ

る
調

達
可
能

数
を

明
確

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
。

 
 

 
※

流
通

備
蓄

…
地

方
公

共
団

体
が

、
災

害
時

に
備

え
て

民
間

事
業

者
等

と
あ

ら
か

じ
め

協
定

等
を

結
び

、
災

害
時

に
必

要
な

物
資

を
 

調
達

す
る

こ
と

を
い

う
。

 

  
＜

意
見

＞
 

①
 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ウ
ェ

ア
及

び
下

着
に

つ
い
て

は
、

備
蓄
量

が
備

蓄
計
画

上
の

目
標
量

の
３

分
の

１
程

度
に

留
ま

っ
て

い
る

。
流

通
備

蓄
に
よ

る
対

応
を
想

定
し

て
い
る

と
の

こ
と
で

あ

る
が

、
備

蓄
計

画
で

は
、

目
標

量
を

現
物

で
備
蓄

す
る

こ
と
と

さ
れ

て
お
り

、
備

蓄
計
画

の

見
直

し
を

含
め

、
再

検
討

が
必

要
で

あ
る

。
 

［
福
祉
総

務
課

］
 

 
②

 
更

衣
室

や
授

乳
室

等
を

確
保

す
る
た

め
の
パ

ー
テ

ー
シ
ョ

ン
（

屋
根
あ

り
）

に
つ
い

て

は
、

物
資

の
一

覧
表

と
現

物
を

照
合

し
た

結
果
、

備
蓄

計
画
上

の
目

標
量
に

満
た

な
い
状

態

（
２

台
不

足
）

で
あ

っ
た

た
め

、
計

画
に

基
づ
き

着
実

な
備
蓄

に
努

め
ら
れ

た
い

。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］
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6 

【
表
３

】
備

蓄
状

況
（

令
和

３
年

10
月

31
日

現
在

）
 

所
管
機
関

品
目

目
標
量

備
蓄
量

単
位

備
考

ソ
フ
ト
パ
ン

4
3
,2
4
0

4
3
,2
4
0
個

お
か
ゆ

3
,7
6
0

3
,8
1
0
個

副
食
缶
詰

4
7
,0
0
0

4
7
,0
1
6
缶

毛
布

4
,2
1
6

5
,0
7
2
枚

目
標
量
は
日
赤
提
供
分
を
除
い
た
数
で
算
出

タ
オ
ル

1
3
,9
0
6

1
4
,0
0
0
枚

目
標
量
は
日
赤
提
供
分
を
除
い
た
数
で
算
出

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
ェ
ア
（
上
下
）

1
5
,6
6
7

4
,7
0
0
組

約
2
/
3
不
足
。
不
足
分
は
流
通
備
蓄
対
応

（
必
要
数
未
確
保
）

下
着
（
上
下
）

1
5
,6
6
8

4
,7
0
0
組

約
2
/
3
不
足
。
不
足
分
は
流
通
備
蓄
対
応

（
必
要
数
確
保
済
）

給
水
袋

1
5
,6
6
7

1
5
,7
0
0
枚

食
器
セ
ッ
ト

1
5
,6
6
7

1
5
,7
8
9
セ
ッ
ト

缶
切
り

-
3
,0
0
0
個

紙
お
む
つ
（
小
児
用
）

5
,5
0
2

6
,7
0
0
枚

紙
お
む
つ
（
大
人
用
）

3
,2
7
7

4
,9
2
0
枚

尿
取
り
パ
ッ
ド

8
,1
9
4

8
,2
6
0
個

生
理
用
品

2
1
,7
4
2

2
2
,2
0
0
枚

簡
易
ト
イ
レ
（
便
袋
）

2
4
,9
5
7

2
5
,0
0
0
枚

ブ
ル
ー
シ
ー
ト

1
,9
1
0

1
,9
1
0
枚

目
標
量
は
日
赤
提
供
分
を
除
い
た
数
で
算
出

仮
設
ト
イ
レ

6
0

6
3
台

簡
易
ト
イ
レ
（
大
）

-
6
0
台

熊
本
地
震
に
係
る
国
か
ら
の
支
援
物
資
の
う
ち
、

熊
本
県
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
本

県
が
無
償
で
受
け
入
れ
た
も
の
。

簡
易
ト
イ
レ
（
小
）

-
6
0
台

熊
本
地
震
に
係
る
国
か
ら
の
支
援
物
資
の
う
ち
、

熊
本
県
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
本

県
が
無
償
で
受
け
入
れ
た
も
の
。

発
電
機

6
0

6
0
台

投
光
器

6
0

6
0
台

エ
ア
テ
ン
ト

6
6
台

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
（
屋
根
あ
り
）

1
8
0

1
7
8
台

2
台
不
足

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
（
屋
根
な
し
）

6
0

6
0
台

段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド

6
0

6
0
台

介
護
ベ
ッ
ド

-
2
台

熊
本
地
震
に
係
る
国
か
ら
の
支
援
物
資
の
う
ち
、

熊
本
県
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
本

県
が
無
償
で
受
け
入
れ
た
も
の
。

浄
水
器

1
1
台

マ
ス
ク

1
4
1
,0
0
0

1
4
1
,0
0
0
枚

消
毒
液

1
,9
0
0

1
,9
0
0
ﾘｯ
ﾄﾙ

体
温
計
（
非
接
触
型
）

9
4
0

9
4
0
台

ダ
ス
タ
ー

2
2
,4
0
0

2
2
,4
0
0
枚

使
い
捨
て
手
袋

4
4
,8
0
0

4
5
,0
0
0
枚

感
染
防
護
服

5
,6
0
0

5
,6
0
0
枚

フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

2
,0
0
0

2
,0
0
0
枚

福
祉
総
務
課

防
災
危
機
管
理
局
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7 
  ２

 
保

管
場

所
が

適
切

に
確

保
さ

れ
て

い
る
か
 

⑴
 

保
管

場
所

 
大

規
模

災
害

時
に

は
、

物
資

の
調

達
や
輸

送
が
平

常
時

の
よ
う

に
は

実
施
で

き
な

い
と
い

う

認
識

に
立

ち
、

地
域

性
等

を
勘

案
し

防
災

危
機
管

理
局

が
選
定

し
た

県
内
７

か
所

（
県
本

庁

舎
、

県
消

防
学

校
、

八
幡

総
合

庁
舎

、
行

橋
総
合

庁
舎

、
田
川

総
合

庁
舎
、

朝
倉

総
合
庁

舎
、

筑
後

農
林

事
務

所
）

の
備

蓄
拠

点
に

お
い

て
分
散

備
蓄

を
行
っ

て
い

る
。

 
備

蓄
拠

点
に

つ
い

て
は

、
高

潮
、

洪
水
、

土
砂
災

害
等

の
危
険

区
域

を
避
け

る
な

ど
、
そ

の

安
全

性
に

十
分

配
慮

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。

 
行

橋
総

合
庁

舎
に

つ
い

て
は

、
洪

水
浸
水

想
定
区

域
に

該
当
し

て
い

る
こ
と

か
ら

、
浸
水

の

被
害

を
避

け
る

た
め

、
物

資
を

４
階

に
保

管
し
て

い
る

と
こ
ろ

で
あ

る
。

 
 
⑵

 
管

理
体

制
 

基
本

的
に

当
該

庁
舎

等
に

所
在

す
る

機
関

を
管
理

機
関

と
し
て

い
る

が
、
県

消
防

学
校
に

つ

い
て

は
、

保
管

場
所

の
提

供
に

留
ま

る
た

め
、
防

災
危

機
管
理

局
及

び
福
祉

総
務

課
が
、

そ
れ

ぞ
れ

所
管

す
る

物
資

に
つ

い
て

管
理

機
関

と
な
っ

て
い

る
。

 
ま

た
、
「

福
岡

県
災

害
救

助
用

備
蓄
物

資
管

理
要
領

」（
以

下
「
管

理
要

領
」
と

い
う

。）
は
、

平
時

に
お

け
る

備
蓄

物
資

の
管

理
方

法
や

発
災
時

の
対

応
に
つ

い
て

定
め
て

お
り

、
所
管

機
関

は
、

物
資

の
調

達
、

台
帳

の
更

新
及

び
発

災
時
の

物
資

の
搬
出

指
示

等
を
実

施
し

、
管
理

機
関

は
、

保
管

場
所

の
鍵

の
管

理
及

び
発

災
時

の
物
資

搬
出

に
係
る

現
場

対
応
な

ど
、

補
助
的

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
な
が

ら
、

同
管
理

要
領

に
お
い

て
、

福
祉
総

務
課

所
管

物
資

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は

詳
細

が
定
め

ら
れ

て
い
る

も
の

の
、
防

災
危

機
管
理

局
所

管
物

資
に

つ
い

て
は

発
災

時
の

具
体

的
な

搬
出
手

続
き

等
が
明

記
さ

れ
て
お

ら
ず

、
発
災

時
に

迅
速

な
物

資
の

搬
出

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ
る

。
 

  
＜

意
見

＞
 

 
防

災
危

機
管

理
局

所
管

物
資

に
つ

い
て
は

、
管
理

要
領

上
、
取

り
扱

い
が
明

記
さ

れ
て
い

な
 

い
。

物
資

の
日

常
の

管
理

や
発

災
時

の
搬

出
を
円

滑
に

行
う
た

め
に

も
、
要

領
の

見
直
し

を
検

 
討

さ
れ

た
い

。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］
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曜

日
第
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号
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⑶
 

保
管

状
況

 
調

査
の

結
果

、
物

資
は

い
ず

れ
も

施
錠
で

き
る
場

所
に

保
管
さ

れ
て

い
た
。

し
か

し
な
が

ら
、

通
路

に
物

資
が

詰
め

込
ま

れ
て

い
る

、
積
み

重
ね

ら
れ
た

段
ボ

ー
ル
箱

が
荷

崩
れ
を

起
こ

し
て

い
る

な
ど

、
保

管
場

所
の

ス
ペ

ー
ス

の
不
足

や
整

理
整
頓

が
不

十
分
な

状
況

が
見
受

け
ら

れ
た

。
ま

た
、

全
て

の
保

管
場

所
に

お
い

て
配
置

図
の

作
成
が

な
さ

れ
て
い

た
も

の
の
、

一
部

実
態

と
異

な
っ

て
い

る
も

の
が

あ
っ

た
。

さ
ら
に

、
箱

に
内
容

物
の

品
目
が

表
示

さ
れ
て

お
ら

ず
中

身
が

わ
か

ら
な

い
も

の
も

あ
り

、
発

災
時
に

円
滑

な
搬
出

が
で

き
る
か

懸
念

さ
れ
る

。
 

  
＜

意
見

＞
 

①
 
一

部
の

備
蓄

拠
点

に
お

い
て

、
保
管

ス
ペ

ー
ス
が

不
足

し
て
お

り
、

物
資
が

詰
め

込
ま

れ
、

奥
に

保
管

さ
れ

て
い

る
も

の
は

内
容

物
の
品

目
の

確
認
す

ら
困

難
な
状

況
が

見
受
け

ら

れ
た

。
ま

た
、

消
防

学
校

を
除

く
備

蓄
拠

点
に
お

い
て

、
整
理

整
頓

が
不
十

分
で

あ
っ
た

。

発
災

時
の

搬
出

作
業

に
支

障
を

来
す

お
そ

れ
が
あ

る
こ

と
か
ら

、
保

管
場
所

の
変

更
も
含

め
、

保
管

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
に

努
め

ら
れ

る
と
と

も
に

、
カ
ゴ

台
車

、
棚
等

の
整

備
に
よ

る

整
理

整
頓

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

た
い

。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
、

福
祉

総
務
課

］
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第

27
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

9 
    

【
写

真
】

 
          

 （
県

本
庁

舎
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
田
川

総
合

庁
舎
）

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
（

筑
後

農
林

事
務

所
）

 
 

②
 
防

災
危

機
管

理
局

所
管

物
資

に
つ
い

て
、

箱
に
品

目
の

表
示
が

な
い

も
の
が

見
受

け
ら
れ

た
。

発
災

時
に

管
理

機
関

及
び

運
送

業
者

等
が
円

滑
に

物
資
を

搬
出

し
、
受

取
先

に
お
い

て

も
物

資
の

内
容

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、
所

要
の

措
置
を

講
じ

ら
れ
た

い
。

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］

 
 

③
 
防

災
危

機
管

理
局

所
管

分
に

つ
い
て

、
配

置
図
は

作
成

さ
れ
て

い
る

も
の
の

、
一

部
実
態

と
異

な
っ

て
い

た
。

発
災

時
に

迅
速

な
対

応
を
行

う
た

め
に
も

、
整

合
性
を

図
る

と
と
も

に
、

配
置

図
を

保
管

場
所

の
入

口
付

近
に

掲
示
す

る
な

ど
、
保

管
方

法
の
さ

ら
な

る
工
夫

に

努
め

ら
れ

た
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
［

防
災
危

機
管

理
局
］
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３

月
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金
曜

日
第
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9 

号
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３

 
物

資
の

管
理

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る
か
 

⑴
 

台
帳

の
整

備
状

況
 

所
管

機
関

で
あ

る
福

祉
総

務
課

に
お

い
て

は
、
各
備
蓄

拠
点
の

品
目

ご
と
に

そ
の

受
払
い

が
わ

か
る

台
帳

を
作

成
し

、
更

新
し

て
い

た
。
一
方

、
防
災

危
機
管

理
局

に
お
い

て
は

、
全

て
の
備

蓄

拠
点

の
資

機
材

を
一

覧
表

と
し

て
と

り
ま

と
め

、
更
新

し
て
い

た
。
そ
の

た
め
、
管
理

機
関
に

よ

っ
て

は
、
防

災
危

機
管

理
局

の
一

覧
表
か

ら
自
所

属
管

理
分
の

台
帳

を
独
自

に
作

成
し
て

い
る
と

こ
ろ

も
あ

っ
た

。
 

防
災

危
機

管
理

局
の

一
覧

表
で

朝
倉

総
合

庁
舎

に
だ

け
仮

設
ト

イ
レ

の
備

蓄
が

な
い

こ
と

を

確
認

し
た

た
め

、
そ

の
旨

、
防

災
危

機
管

理
局
に

照
会

し
た
と

こ
ろ

、
平

成
29

年
７
月
九
州

北

部
豪

雨
の

際
に

、
東

峰
村

へ
貸

出
し

た
仮

設
ト

イ
レ

が
返

却
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

判
明

し
た

。

一
覧

表
で

は
受

払
い

の
経

緯
が

わ
か

ら
な

い
た
め

、
防

災
危
機

管
理

局
は
貸

出
し

の
状
況

を
把
握

で
き

て
い

な
か

っ
た

。
 

 
 
 

 

⑵
 

物
資

の
点

検
 

防
災

危
機

管
理

局
及

び
福

祉
総

務
課

は
、
年

１
回
物
資

の
点
検

を
行

っ
て
お

り
、
管

理
機
関
は

、

年
４

回
目

視
に

よ
る

物
資

の
確

認
を

行
っ

て
い
る

。
 

福
祉

総
務

課
は

、
段

ボ
ー

ル
か

ら
サ

ン
プ

ル
的
に

物
資

を
取
り

出
し

品
質
の

確
認

を
行
い
、
防

災
危

機
管

理
局

は
、
毎

年
数

台
ず

つ
発
電

機
・
投
光
器

の
動
作

確
認

を
行
っ

て
い

る
が

、
備
蓄

拠

点
に

よ
っ

て
は

、
倉

庫
内

の
狭

い
ス

ペ
ー

ス
に
大

量
の

物
資
が

詰
め

込
ま
れ
、
倉

庫
の
奥

な
ど

に

保
管

さ
れ

て
い

る
も

の
は

、
点

検
が

困
難

な
も
の

も
あ

っ
た
。
 

多
く

の
備

蓄
拠

点
の

管
理

機
関

に
お

い
て
、
点
検
記
録

も
作
成

さ
れ

て
お
ら

ず
、
点

検
が
形
骸

化
し

て
い

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

 

 

＜
意

見
＞

 

 
防

災
危

機
管

理
局

に
お

い
て

は
、

物
資

を
台
帳

で
は

な
く
一

覧
表

で
管
理

し
て

い
る
が

、
一

覧
表

の
更

新
だ

け
で

は
受

払
い

の
経

緯
が

不
明
と

な
り

、
今
回

の
監

査
で
判

明
し

た
物
資

の
所

在
不

明
事

案
が

再
び

生
じ

か
ね

な
い

。
こ

の
た
め

、
福

祉
総
務

課
と

同
様
に

、
各

備
蓄
拠

点
の

品
目

ご
と

に
、

そ
の

受
払

い
が

わ
か

る
台

帳
を
作

成
さ

れ
た
い

。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］
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＜
意

見
＞

 

①
 

紙
お

む
つ

及
び

尿
取

り
パ

ッ
ド

に
つ

い
て
、

備
蓄

後
相
当

の
年

数
が
経

過
し

て
い
る

が
、

段
ボ

ー
ル

に
梱

包
さ

れ
て
い
る

た
め

品
質
の

確
認

が
で
き

ず
、

使
用
可

能
な

状
態
か

不
明

で
あ

っ
た

。
使

用
期

限
は
定
め

ら
れ

て
い
な

い
も

の
の
、

適
切

に
保
管

さ
れ

て
い
る

場
合

の
品

質
保

持
期

間
を

約
３
年
と

設
定

し
て
い

る
メ

ー
カ
ー

も
あ

る
こ
と

か
ら

、
定
期

的
な

品
質

点
検

と
一

定
期

間
で
の
更

新
を

検
討
さ

れ
た

い
。

 
 

［
福
祉

総
務

課
］

 

 

②
 

保
管

場
所

に
十

分
な

ス
ペ

ー
ス

が
な

く
、
点

検
が

困
難
な

も
の

が
見
受

け
ら

れ
た
。
品
質

点
検

を
行

う
上

で
も

、
保

管
ス

ペ
ー

ス
の

確
保
に

努
め

ら
れ
た

い
。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
、

福
祉

総
務
課

］
 

 
⑶

 
資

機
材

の
適

切
な

管
理

 
 

現
在

、
備

蓄
し

て
い

る
発

電
機

の
燃

料
と

な
る
ガ

ソ
リ

ン
は
、
福
岡

県
石
油

商
業

組
合
と

の
協

定
に

基
づ

き
、
近

く
の

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ
ン

ド
か
ら

直
ち

に
調
達

す
る

こ
と
と

し
て

い
る
が
、
大

規

模
災

害
時

に
迅

速
か

つ
確

実
に

調
達

可
能

か
懸
念

さ
れ

る
と
こ

ろ
で

あ
る
。
 

ま
た

、
仮

設
ト

イ
レ

と
、

そ
の

付
属

品
で

あ
る

手
す

り
、

簡
易

組
み

立
て

式
個

室
、

凝
固

剤
、

フ
ィ

ル
ム

が
一

体
と

し
て

使
用

さ
れ

る
と

い
う
認

識
が

な
い
管

理
機

関
が
あ

る
た

め
、
災
害
時
に

本
体

と
付

属
品

が
セ

ッ
ト

で
搬

出
さ

れ
な

い
お
そ

れ
が

あ
る
。
 

  ＜
意

見
＞

 

①
 

現
在

、
備

蓄
し

て
い

る
発

電
機

の
燃

料
で

あ
る

ガ
ソ

リ
ン

は
危

険
物

で
あ

り
、

現
物

備

蓄
が

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

発
電

機
の

更
新

時
に

は
、

カ
セ

ッ
ト

ガ
ス

な
ど

現
物

備
蓄

が
容

易
な

燃
料

で
稼

働
す

る
も

の
へ

の
変
更

を
検

討
さ
れ

た
い

。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］

 

 

②
 

仮
設

ト
イ

レ
と

、
そ

の
付

属
品

４
点

は
一

体
と

し
て

使
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

災
害

時

に
は

セ
ッ

ト
で

搬
出

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

備
蓄

に
当

た
っ

て
も

そ
の

こ
と

を
十

分
踏

ま
え

る
よ

う
管

理
機

関
に

周
知

徹
底

さ
れ
た

い
。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］
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⑷
 

有
効

期
限

が
あ

る
物

資
の

有
効

活
用

に
つ

い
て

 
有

効
期

限
が

あ
る

食
料

に
つ

い
て

は
、

期
限

前
に

県
庁

内
の

各
所

属
や

市
町

村
の

希
望

に
応

じ

配
布

す
る

と
と

も
に

、
フ

ー
ド

バ
ン

ク
へ

の
提

供
も

行
っ

て
い

る
。
さ

ら
に

余
っ

た
も

の
は

、
県

農

林
業

総
合

試
験

場
に

家
畜

の
餌

と
し

て
配

布
す

る
な

ど
有

効
活

用
が

行
わ

れ
て

い
る

。
 

 
⑸

 
物

資
の

更
新

 
備

蓄
物

資
は

日
々

進
化

し
て

お
り
、
よ
り

利
便
性

が
高

く
効
率

の
良

い
も
の

へ
の

更
新
が

望

ま
れ

る
。

 

福
祉

総
務

課
は

、
缶

入
り

ソ
フ

ト
パ

ン
か

ら
、
空
き
缶

ゴ
ミ
が

出
ず

、
よ

り
保
存

期
間
が

長

い
レ

ト
ル

ト
パ

ウ
チ

ソ
フ

ト
パ

ン
へ

の
更

新
を
行

っ
て

い
た
。
 

 ４
 

災
害

対
応

職
員

用
の

備
蓄

物
資

に
つ

い
て
 

 
 

 
備

蓄
計

画
で

は
、
災

害
対

応
を

行
う
職
員

を
対

象
と
し

た
３

日
分
以

上
の

飲
料
水

、
食
料
、
生

活
物

資
の

備
蓄

に
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り
、
福
岡

県
災
害

対
策

本
部
備

蓄
物

資
取
り

扱
い
要

領
（

以
下

「
取

扱
要

領
」

と
い

う
。
）

を
定

め
て

い
る

。
取

扱
要

領
に

基
づ

き
、

災
害

対
応

職
員

用
の

物
資

が
適

正
に

備
蓄

さ
れ

て
い

る
か

監
査
を

実
施

し
た
。
 

 
 

 
物

資
の

必
要

量
は

確
保

さ
れ

て
い

た
が
、
取
扱

要
領
様

式
第

１
号
の

備
蓄

物
資
台

帳
を

作
成
し

て
い

な
い

所
属

が
あ

っ
た

。
 

取
扱

要
領

第
８

に
よ

り
、
関

係
所

属
長
は

備
蓄
物

資
の

保
管
状

況
を

総
務
部

長
に

報
告
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、
年

に
１

回
、
防
災
危

機
管
理

局
が

関
係
所

属
に

照
会
し

て
い

る
。
照
会
の

中

で
、
台

帳
の

提
出

を
求

め
て

い
な

い
こ
と

も
、
未
作
成

の
一
因

で
あ

る
と
考

え
ら

れ
る

。
さ
ら

に

は
事

務
引

継
ぎ

が
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
備

蓄
状
況

を
把

握
で
き

て
い

な
い
所

属
が

あ
っ
た

。
 

保
存

期
間

が
長

く
、
食

べ
や

す
い

ソ
フ
ト

パ
ン
な

ど
も

市
販
さ

れ
て

お
り
、
防
災

危
機
管

理
局

に
お

い
て

は
ソ

フ
ト

パ
ン

を
備

蓄
し

て
い

る
が

、
取
扱

要
領
で
「
乾

パ
ン

」
と
明

記
し
て

い
る

た

め
、

ほ
と

ん
ど

の
所

属
が

乾
パ

ン
を

備
蓄

し
て
い

る
。
 

ま
た

、
市

販
の

保
存

水
の

賞
味

期
限

は
５

年
で
あ

る
の

に
対
し

て
、
取

扱
要
領
の

別
表
で

定
め

て
い

る
水

の
有

効
期

間
は

３
年

と
な

っ
て

い
る
。
 

取
扱

要
領

を
定

め
て

か
ら

相
当

の
年

数
を

経
過
し

て
い

る
が

、
見
直

し
が
行

わ
れ

て
い
な

い
た

め
、

現
状

と
乖

離
し

て
い

る
と

こ
ろ

が
見

受
け
ら

れ
た

。
 

教
育

庁
、
警

察
本

部
に

お
け

る
備
蓄

物
資

の
取
り

扱
い

に
つ
い

て
は

、
取

扱
要
領

上
、
そ
れ
ぞ

れ
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い
る

が
、
教

育
庁
に
お

い
て
は
、
そ

の
取
り

扱
い

を

定
め

て
お

ら
ず

、
物

資
を

備
蓄

し
て

い
る

の
は
２

所
属

の
み
で

あ
っ

た
。
 

警
察

本
部

に
お

い
て

は
、
災

害
時
に

出
動

す
る
職

員
（

即
応

部
隊
）
用
の

物
資
を

本
部
及

び
警

察
署

で
1
0
日

分
備

蓄
し

て
い

る
。

 

 



24
第
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

13
 

  

 ＜
意

見
＞

 

①
 

福
岡

県
災

害
対

策
本

部
備
蓄
物

資
取

り
扱
い

要
領

の
見
直

し
を

検
討
し
、
関
係

所
属
に

対
し

物
資

の
適

切
な

備
蓄

・
管
理
に

つ
い

て
周
知

徹
底

さ
れ
た

い
。
 

［
防
災
危

機
管

理
局
］
 

 ②
 

災
害

対
策

本
部

用
備

蓄
物

資
の

取
り

扱
い
に

つ
い

て
検
討

し
、
災

害
対
応

職
員

用
物
資

の
備

蓄
に

努
め

ら
れ

た
い

。
 

［
教
育
庁

総
務

企
画
課

］
 

 

  
５

 
ま

と
め

 

近
年

、
大

規
模

な
地

震
が

全
国

で
頻

発
し

て
お
り

、
九

州
で
も

平
成

1
7
年
の
福

岡
県
西

方
沖

地
震

や
平

成
2
8
年

の
熊

本
地

震
に

よ
り
甚

大
な
被

害
が

生
じ
て

い
る

。
ま
た

、
本

県
で
は

、
平

成
2
9
年

７
月

九
州

北
部

豪
雨

以
降

、
５

年
連
続

で
大

雨
災
害

が
発

生
し
て

お
り

、
こ
れ

ま
で
以

上
の

備
え

が
求

め
ら

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る
。
 

今
回

、
大

規
模

災
害

発
災

直
後

の
生

命
維

持
や
生

活
に

最
低
限

必
要

な
食
料

、
生

活
物
資

、
避

難
所

運
営

に
必

要
な

資
機

材
に

つ
い

て
、
行
政

監
査
を

行
っ
た

結
果

、
計

画
等
に

沿
っ
て

、
概

ね

適
切

に
備

蓄
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
た
。
 

し
か

し
、
一

部
に

物
資

の
受

払
い

を
確
認

で
き
る

台
帳

が
整
備

さ
れ

て
い
な

い
、
保

管
箱
に
品

目
が

表
示

さ
れ

て
い

な
い

な
ど

改
善

を
要

す
る
事

項
が

あ
っ
た

ほ
か

、
物

資
の
保

管
ス
ペ

ー
ス
の

不
足

や
整

理
整

頓
、
教

育
委

員
会

に
お
け

る
災
害

対
応

職
員
用

物
資

の
備
蓄

な
ど

検
討
す

べ
き
課

題
も

見
受

け
ら

れ
た

。
 

県
の

関
係

機
関

に
お

い
て

は
、
今

回
の
監

査
結
果

を
踏

ま
え

、
適
切

な
物
資

の
備

蓄
・
管
理
を

行
わ

れ
る

よ
う

期
待

す
る

。
 

 



第
27

9 
号

25
令
和
４
年
３
月
４
日
　
金
曜
日

　監査公表第15号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第４項の規定に基づく病院事業

、流域下水道事業、電気事業、工業用水道事業及び工業用地造成事業の監査を保健医療

介護部健康増進課等12機関について実施したので、その結果に関する報告を次のとおり

公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



26
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

 

 第
１

 
監

査
の

概
要

 

 
 
１

 
準

拠
す

る
基

準
 

 
 

 
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準
（

令
和

２
年

監
査

公
表

第
１

号
。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）
に

準
拠

し
て

監
査

を
実

施
し

た
。

 

  
２

 
監

査
の

種
類

 

 
 

 
財

務
監

査
（

定
期

監
査

）
 

 
 

※
監

査
基

準
第

２
条

第
１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

も
の

の
う
ち
、
毎
会

計
年

度
少
な

く
と
も

１
回

以
上

期
日
を
定
め
 

 
 

 
 
て

行
う

監
査
 

  
３

 
監

査
の

対
象

 

 
 
 
 
(
1
)
 

監
査

対
象

機
関

：
保

健
医

療
介

護
部

健
康

増
進

課
等

1
2
機

関
（

公
営

企
業

）
 

 
 

(
2
)
 

監
査

対
象

期
間

：
令

和
２

年
度

 

  
 

 
４

 
監

査
の

着
眼

点
 

今
回

の
監

査
は

、
各

機
関

の
事

業
が

地
方

公
営

企
業

法
（

昭
和

2
7
年

法
律

第
2
9
2
号

）
第

３
条

に
規

定
す

る
経

営
の

基
本

原
則

に
沿

っ
て

運
営

さ
れ

て
い

る
か

及
び

財
務

に
関

す
る

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。
 

特
に

、
流

動
資

産
、
流

動
負

債
、
企

業
債

、
借

入
金

及
び

工
事
（

建
設
・
改

良
・
修

繕
等

）
に

つ
い

て
留

意
し

て
実

施
し

た
。

 

  
 
５

 
監

査
の

実
施

内
容

 

 
 
 
 
(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

３
年

５
月

2
6
日

～
令

和
３

年
1
0
月

1
1
日

 

 
 

 
 

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

会
計

名
 

監
査

対
象

機
関

名
 

監
査

実
施

日
 

病
院

事
業

 
健

康
増

進
課

 

医
療

指
導

課
 

 
令

和
３

年
６

月
1
5
日

～
令

和
３

年
６

月
1
7
日

 

流
域

下
水

道

事
業

 

下
水

道
課

 

令
和

３
年

６
月

３
日

～
令

和
３

年
６

月
４

日
 

令
和

３
年

６
月

８
日

～
令

和
３

年
６

月
1
1
日

 

令
和

３
年

８
月

3
1
日

～
令

和
３

年
1
0
月

1
1
日

 

建
築

都
市

総
務

課
 

令
和

３
年

６
月

８
日

～
令

和
３

年
６

月
1
1
日

 

流
域

下
水

道
事

務
所

 
令

和
３

年
６

月
１

日
～

令
和

３
年

６
月

２
日

 

南
筑

後
県

土
整

備
事

務
所

 

直
方

県
土

整
備

事
務

所
 

八
女

県
土

整
備

事
務

所
 

北
九

州
県

土
整

備
事

務
所

 

令
和

３
年

５
月

2
6
日

～
令

和
３

年
５

月
2
7
日

 

電
気

・
工

業

用
水

道
・

工

業
用

地
造

成

事
業

 

企
 

業
 

局
 

管
理

課
（

電
気

・
工

業
用

水
道

・
工

業
用

地
造

成
事

業
）
 

令
和

３
年

６
月

2
2
日

～
令

和
３

年
６

月
2
4
日

 

矢
部

川
発

電
事

務
所

（
電

気
事

業
）
 

令
和

３
年

６
月

2
1
日

 

苅
田

事
務

所
（

工
業

用
水

道
・

工
業

用
地

造
成

事
業

）
 

令
和

３
年

６
月

1
8
日
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

  
 

 
(
2
)
 
主

な
調

査
項

目
 

 
 
 
 

 
ア

 
 
経

営
管

理
の

状
況

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

経
営

状
況

及
び

事
業

の
運

営
状

況
並

び
に

予
算

・
決

算
の

状
況

 

 
 
 
 

 
イ

 
財

務
諸

表
の

内
容

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
資

産
、

負
債

及
び

資
本

の
状

況
並

び
に

収
益

・
費

用
の

状
況

 

 

第
２

 
監

査
の

結
果

 

 
 
 
 
 

第
１

の
と

お
り

監
査

し
た

限
り

に
お

い
て

、
下

記
事

項
を

除
き

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。
 

 

１
 

指
摘

事
項

（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、

著
し

く
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

 

指
摘

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

対
象

機
関

名
 

調
査

区
分

 
件

数
 

説
 

 
 

明
 

建
築

都
市

部
下

水

道
課
 

（
流

域
下

水
道

事

業
会

計
）
 

契
 

約
 

１
 

福
岡

県
流

域
下

水
道

事
業

公
営

企
業

会
計

シ
ス

テ
ム

運
用

保
守

業
務

委
託

契
約

に
つ

い
て

、
本

県
以

外
の

地
方

公
共

団

体
又

は
国

が
発

行
し

た
過

去
２

年
間

の
履

行
証

明
書

に
よ

り

契
約

保
証

金
を

免
除

す
べ

き
と

こ
ろ

、
平

成
3
0
年

度
に

提
出

さ
れ

た
履

行
証

明
書

の
コ

ピ
ー

に
よ

り
契

約
保

証
金

を
免

除

し
て

い
た

。
 

計
 

１
件

 

 

２
 

注
意

事
項

（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）
 

注
意

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

対
象

機
関

の
 

属
す

る
部

局
名

 

調
査

区
分

 
件

数
 

説
 

 
 

明
 

県
土

整
備

部
 

（
流

域
下

水
道

事

業
会

計
）
 

工
事

用
地

補
償

 

１
 

下
水

道
空

気
弁

補
修

点
検

工
事

に
お

い
て

、
予

定
価

格
算

定
の

た
め

徴
し

た
参

考
見

積
書

に
つ

い
て

、
一

社
の

見
積

が

県
の

指
示

と
異

な
る

積
算

を
し

誤
っ

て
お

り
、

修
正

さ
せ

る

べ
き

と
こ

ろ
、
こ

れ
を

行
わ

ず
予

定
価

格
を

算
出

し
、
積

算
が

過
大

と
な

っ
て

い
た

。
（

１
件

：
2
0
6
,
8
0
0
円

）
 

建
築

都
市

部
 

（
流

域
下

水
道

事

業
会

計
）
 

予
 

算
 

１
 

流
域

下
水

道
事

業
会

計
で

は
、

令
和

２
年

度
か

ら
の

公
営

企
業

会
計

適
用

に
伴

い
、

企
業

債
の

元
金

償
還

金
と

利
子

償

還
金

を
別

の
款

で
予

算
措

置
し

て
お

り
、

流
用

が
で

き
な

く

な
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
を

認
識

し
て

お
ら

ず
、
第

１

款
「

資
本

的
支

出
」
第

２
項
「

企
業

債
償

還
金

」
に

お
い

て
支

出
超

過
が

生
じ

た
。

（
１

件
：

4
,
5
8
9
,
0
3
2
円

）
 

計
 

２
件
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第
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9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

　監査公表第16号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係る

監査を公益財団法人福岡県国際交流センター等39団体について実施したので、その結果

を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

第
 
１

監
査

の
概

要

１
準

拠
す

る
基

準

福
岡

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

監
査

公
表

第
１

号
。

以
下

「
監

査
基

準
」

と
い

う
。

）
に

準
拠

し
て

　
監

査
を

実
施

し
た

。

２
監

査
の

種
類

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
３

号
に

規
定

す
る

財
政

的
援

助
団

体
等

監
査

 

３
監

査
の

対
象

 
(
1
)
 
 
 
監

査
対

象
団

体
 
 
：

 
 
公

益
財

団
法

人
福

岡
県

国
際

交
流

セ
ン

タ
ー

等
3
9
団

体

 
(
2
)
 
 
 
監

査
対

象
期

間
 
 
：

 
 
令

和
２

年
度

４
監

査
の

着
眼

点

今
回

の
監

査
は

、
財

政
的

援
助

等
に

係
る

出
納

そ
の

他
の

事
務

が
、

援
助

等
の

目
的

に
沿

っ
て

適
正

か
つ

効
率

 
 
的

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
に

意
を

用
い

て
実

施
し

た
。

５
監

査
の

実
施

内
容

 
 
 
監

査
実

施
期

間
 
 
：

 
 
令

和
３

年
９

月
2
8
日

～
令

和
３

年
1
2
月

2
3
日

 
 
 
監

査
対

象
団

体
ご

と
の

監
査

実
施

日
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

区
分

監
　

査
　

実
　

施
　

日

令
和

３
年

９
月

2
8
日

～
令

和
３

年
９

月
2
9
日

令
和

３
年

1
0
月

５
日

～
令

和
３

年
1
0
月

７
日

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

～
令

和
３

年
1
0
月

1
4
日

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
1
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
8
日

令
和

３
年

1
1
月

４
日

～
令

和
３

年
1
1
月

５
日

監
査

対
象

団
体

名

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
国

際
交

流
セ

ン
タ

ー

株
式

会
社

　
久

留
米

リ
サ

ー
チ

・
パ

ー
ク

出 　 資 　 団 　 体

公
立

大
学

法
人

　
福

岡
女

子
大

学

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
教

育
文

化
奨

学
財

団

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
中

小
企

業
振

興
セ

ン
タ

ー

公
益

財
団

法
人

水
素

エ
ネ

ル
ギ

ー
製

品
研

究
試

験
セ

ン
タ

ー
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

区
分

監
　

査
　

実
　

施
　

日

令
和

３
年

1
1
月

９
日

～
令

和
３

年
1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
6
日

～
令

和
３

年
1
1
月

1
7
日

令
和

３
年

1
2
月

2
0
日

令
和

３
年

1
2
月

2
1
日

令
和

３
年

1
2
月

2
2
日

～
令

和
３

年
1
2
月

2
3
日

令
和

３
年

1
1
月

2
5
日

令
和

３
年

1
1
月

3
0
日

令
和

３
年

1
2
月

１
日

令
和

３
年

1
2
月

１
日

令
和

３
年

1
2
月

２
日

令
和

３
年

1
2
月

２
日

令
和

３
年

1
2
月

３
日

令
和

３
年

1
2
月

３
日

令
和

３
年

1
2
月

６
日

令
和

３
年

1
2
月

７
日

令
和

３
年

1
2
月

７
日

令
和

３
年

1
2
月

８
日

令
和

３
年

1
2
月

８
日

令
和

３
年

1
2
月

９
日

令
和

３
年

1
2
月

９
日

令
和

３
年

1
2
月

1
0
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
農

業
振

興
推

進
機

構

出 　 資 　 団 　 体 補 　 助 　 金 　 等 　 交 　 付 　 団 　 体

監
査

対
象

団
体

名

公
立

大
学

法
人

　
福

岡
県

立
大

学

学
校

法
人

　
大

牟
田

学
園

大
牟

田
中

学
校

学
校

法
人

　
西

南
女

学
院

西
南

女
学

院
高

等
学

校

学
校

法
人

　
西

南
女

学
院

西
南

女
学

院
中

学
校

福
岡

県
産

和
牛

等
学

校
給

食
利

用
推

進
協

議
会

一
般

社
団

法
人

　
福

岡
県

タ
ク

シ
ー

協
会

公
益

財
団

法
人

　
九

州
交

響
楽

団

公
益

社
団

法
人

　
福

岡
県

医
師

会

鷹
正

宗
　

株
式

会
社

福
岡

・
糸

島
地

域
鳥

獣
被

害
防

止
対

策
広

域
連

絡
協

議
会

福
岡

県
中

小
企

業
団

体
中

央
会

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ド

ッ
グ

セ
ラ

ピ
ー

ジ
ャ

パ
ン

花
あ

ふ
れ

る
ふ

く
お

か
推

進
協

議
会

公
益

社
団

法
人

　
福

岡
県

ト
ラ

ッ
ク

協
会

学
校

法
人

　
九

州
中

村
高

等
学

園
九

州
産

業
大

学
付

属
九

州
高

等
学

校

学
校

法
人

　
大

牟
田

学
園

大
牟

田
高

等
学

校

公
益

社
団

法
人

　
福

岡
県

物
産

振
興

会

公
益

財
団

法
人

飯
塚

研
究

開
発

機
構

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
豊

前
海

漁
業

振
興

基
金

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
人

権
啓

発
情

報
セ

ン
タ

ー
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

区
分

監
　

査
　

実
　

施
　

日

令
和

３
年

1
2
月

1
4
日

令
和

３
年

1
2
月

1
5
日

令
和

３
年

1
2
月

1
5
日

令
和

３
年

1
2
月

1
6
日

令
和

３
年

1
2
月

1
6
日

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

1
8
日

令
和

３
年

1
1
月

1
9
日

令
和

３
年

1
1
月

2
4
日

第
２

監
査

の
結

果

第
１

の
と

お
り

監
査

し
た

限
り

に
お

い
て

、
下

記
事

項
を

除
き

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

１
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）

該
当

な
し

２
注

意
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

注
意

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

調
査

区
分

説
　

　
　

　
　

　
　

　
明

予
算

決
算

・
資

産
管

理

　
取

得
価

額
1
0
万

円
以

上
の

物
品

に
つ

い
て

、
台

帳
に

基
づ

き
、

ラ
ベ

ル
を

貼
付

し
実

査
に

よ
る

現
物

確
認

を
す

べ
き

と
こ

ろ
、

行
っ

て
い

な
か

っ
た

。

北
九

州
ヘ

ル
ス

ケ
ア

サ
ー

ビ
ス

　
株

式
会

社

監
査

対
象

団
体

名

補 助 金 等 交 付 団 体

所
管

部
局

名

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

公 の 施 設 の 指 定 管 理 者

社
会

福
祉

法
人

　
福

岡
コ

ロ
ニ

ー

Ｊ
Ｒ

九
州

サ
ー

ビ
ス

サ
ポ

ー
ト

・
岡

崎
建

工
・

日
本

施
設

協
会

共
同

企
業

体

九
州

林
産

　
株

式
会

社

に
し

て
つ

グ
ル

ー
プ

公
園

管
理

団
体

福
岡

県
選

手
強

化
推

進
実

行
委

員
会

学
校

法
人

　
髙

尾
学

園

宗
教

法
人

　
明

正
寺

和
光

幼
稚

園

Ｊ
Ｒ

九
州

フ
ァ

ー
ス

ト
フ

ー
ズ

　
株

式
会

社

福
岡

県
職

業
能

力
開

発
協

会

公
益

社
団

法
人

　
福

岡
県

観
光

連
盟
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

　監査公表第17号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を知事部局の本庁、教育庁の本庁、議会事務局、警察本部及び行政委員（会）

事務局について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



33
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

  
 第
１
 
監
査
の
概
要
 

 
１
 
準
拠
す
る
基
準
 

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
 

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。
 

 

 
２
 
監
査
の
種
類
 

(1
) 
 財

務
監
査
（
定
期
監
査
）
 

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
 

以
上
期
日
を
定
め
て
行
う
監
査
 

(2
) 
 行

政
監
査

 

 
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査
 

 ３
 
監
査
の
対
象

 

 (
1)
  
監
査
対
象
機
関
：
知
事
部
局
の
本
庁
、
教
育
庁
の
本
庁
、
議
会
事
務
局
、
警
察
本
部
及
び
行
政
委

員
（
会
）
事
務
局

11
1
機
関
 

(2
) 
 監

査
対
象
期
間
：
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
３
年
３
月

31
日
 

 ４
 
監
査
の
着
眼
点
 

 
 
 
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ

て
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。
 

 

５
 
監
査
の
実
施
内
容
 

 (
1)
  
監
査
実
施
期
間
：
令
和
３
年
７
月
１
日
～
令
和
３
年
８
月
３
日

 
 

  
 
  
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 
監

査
対

象
機

関
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監
査

実
施

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秘
書

室
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
７
月
14
日
 

総
務

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
９
課
）

 

行
政

経
営

企
画

課
 

人
事

課
 

財
政

課
 

税
務

課
 

財
産

活
用

課
 

県
民

情
報

広
報

課
 

総
務

事
務

厚
生

課
 

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課
 

防
災

危
機

管
理

局
消

防
防

災
指

導
課
 

令
和
３
年
７
月
１
日
～
令
和
３
年
７
月
30
日
 

    

企
画

・
地

域
振

興
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
１
０
課
）
 

総
合

政
策

課
 

広
域

地
域

振
興

課
 

市
町

村
支

援
課

 

情
報

政
策

課
 

調
査

統
計

課
 

 
 

 
 

令
和
３
年
７
月
１
日
～
令
和
３
年
７
月
７
日
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

 

交
通

政
策

課
 

空
港

対
策

局
空

港
政

策
課

 

空
港

対
策

局
空

港
事

業
課

 

国
際

局
国

際
政

策
課
 

国
際

局
地

 
域

 
課
 

 

人
づ

く
り

・
県

 民
 生

 活
 部

 
 
（
９
課
）
 

社
会

活
動

推
進

課
 

文
化

振
興

課
 

男
女

共
同

参
画

推
進

課
 

生
活

安
全

課
 

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
政

策
課
 

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
私
学

振
興

課
 

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
青
少

年
育

成
課
 

ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
 

ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
 

令
和
３
年
７
月
21
日
～
令
和
３
年
７
月
30
日

 
       

保
健

医
療

介
護

部
 
 
（
９
課
）
 

保
健

医
療

介
護

総
務

課
 

健
康

増
進

課
 

が
ん

感
染

症
疾

病
対

策
課
 

生
活

衛
生

課

医
療

指
導

課
 

薬
務

課
 

医
療

保
険

課
 

高
齢

者
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
課
 

介
護

保
険

課
 

令
和
３
年
７
月
21
日
～
令
和
３
年
７
月
30
日

 
     

福
祉

労
働

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
９
課
）

 

福
祉

総
務

課
 

子
育

て
支

援
課

 

児
童

家
庭

課
 

障
が

い
福

祉
課

 

保
護

・
援

護
課

 

労
働

局
労

働
政

策
課
 

労
働

局
新

雇
用

開
発

課
 

労
働

局
職

業
能

力
開

発
課
 

人
権

・
同

和
対

策
局

調
整

課
 

令
和
３
年
７
月
８
日
～
令
和
３
年
８
月
３
日
 

          

環
境

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
６
課
）

 

環
境

政
策

課
 

環
境

保
全

課
 

循
環

型
社

会
推

進
課
 

廃
棄

物
対

策
課

 

監
視

指
導

課
 

自
然

環
境

課
 

令
和
３
年
７
月
８
日
～
令
和
３
年
７
月
13
日

 
      

商
工

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
９
課
）

 

商
工

政
策

課
 

中
小

企
業

振
興

課
 

新
事

業
支

援
課

 

中
小

企
業

技
術

振
興

課
 

新
産

業
振

興
課

 

 
 
 
 
工

業
保

安
課

 

令
和
３
年
７
月
８
日
～
令
和
３
年
７
月
14
日
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３

月
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日
　

金
曜

日
第
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号

 

企
業

立
地

課
 

観
光

局
観

光
政

策
課
 

観
光

局
観

光
振

興
課
 

 

農
林

水
産

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
１
４
課
）

 

農
林

水
産

政
策

課
 

農
山

漁
村

振
興

課
 

食
の

安
全

・
地

産
地

消
課
 

団
体

指
導

課
 

輸
出

促
進

課
 

福
岡

の
食

販
売

促
進

課
 

※
園

芸
振

興
課

水
田

農
業

振
興

課
 

経
営

技
術

支
援

課
 

畜
産

課
 

農
村

森
林

整
備

課
 

林
業

振
興

課
 

水
産

局
漁

業
管

理
課
 

水
産

局
水

産
振

興
課
 

令
和
３
年
７
月
１
日
～
令
和
３
年
７
月
７
日
 

           

県
土

整
備

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
（
１
０
課
）
 

県
土

整
備

総
務

課
 

企
画

課

用
地

課
 

道
路

維
持

課
 

道
路

建
設

課
 

河
川

管
理

課

河
川

整
備

課
 

港
湾

課
 

砂
防

課
 

水
資

源
対

策
課

 

令
和
３
年
７
月
20
日
～
令
和
３
年
７
月
27
日

 
 

建
築

都
市

部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
８
課
）

 

建
築

都
市

総
務

課
 

都
市

計
画

課
 

建
築

指
導

課
 

公
園

街
路

課
 

下
水

道
課

 

住
宅

計
画

課
 

県
営

住
宅

課
 

営
繕

設
備

課
 

令
和
３
年
７
月
８
日
～
令
和
３
年
７
月
13
日

 
        

会
計

管
理

局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
７
月
14
日

 

議
会

事
務

局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
７
月
15
日
～
令
和
３
年
７
月
16
日

 

教
育

庁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
１
１
課
）
 

総
務

企
画

課
 

財
務

課
 

教
職

員
課

 

施
設

課
 

文
化

財
保

護
課

 

令
和
３
年
７
月
28
日
～
令
和
３
年
８
月
３
日
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３

月
４

日
　

金
曜

日

 

高
校

教
育

課
 

義
務

教
育

課
 

特
別

支
援

教
育

課
 

人
権

・
同

和
教

育
課

 

体
育

ス
ポ

ー
ツ

健
康

課
 

社
会

教
育

課
 

 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
７
月
14
日
 

監
査

委
員

事
務

局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
７
月
28
日

 

警
察

本
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令
和
３
年
７
月
14
日
～
令
和
３
年
７
月
16
日
 

労
働

委
員

会
事

務
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令
和
３
年
７
月
20
日
 

※
農

林
水

産
部

園
芸

振
興

課
の

指
摘

事
項

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8
年

度
分

ま
で

調
査

を
実

施
 

し
た

。
 

 

 
 (
2)
 
主
な
調
査
項
目
 
 

 

 
 
  
ア
 
収
入

 

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取

扱
い
及
び
現
金
の
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理

状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認
 

 
 
  
イ
 
支
出

 

 
 
 
 
 
報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況
 

 
 
  
ウ
 
人
件
費

 

 
 
 
 
 
報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

 

 
 
  
エ
 
契
約

 

 
 
 
 
 
契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

 

 
 
  
オ
 
公
有
財
産

 

 
 
 
 
 
土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況
 

 
 
  
カ
 
物
品

 

 
 
 
 
 
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

 

 
 
  
キ
 
工
事

 

  
  
  
  
 
設
計
積
算
及
び
施
工
等
の
状
況

 

 
 
  
ク
 
補
助
事
業

 

  
  
  
  
 
補
助
事
業
の
執
行
状
況
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第
２
 
監
査
の
結
果
 

 
 
 
第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。
 

 

１
  
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

  
  
 
指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

対
象
機
関
名
 

調
査
区
分

 
件

数
 

説
 
 
 
 
 
明

 

人
づ

く
り
 

・
県

民
生

活
部
 

生
活

安
全

課
 

契
 
約
 

１
 

福
岡

県
西

総
合

庁
舎

原
状

復
旧

等
工

事
の

請
負

契
約

に
つ

い
て

、
随

意
契

約
を

行
う

に
あ

た
り

、
予

定
価

格
の

取
扱

い
に

関
し

て
特

別
の

配
慮

を
要

す
る

と
こ

ろ
、

見
積

も
り

合
わ

せ
を

行
う

前
に

、
全

業
者

（
５

者
）

に
対

し
て

予
定

価
格

を
通

知
し

て
い

た
。

 

農
林

水
産

部
 

園
芸

振
興

課
 

契
 
約
 

３
 

園
芸

施
設

の
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ト
暖

房
シ

ス
テ

ム
の

平
成

2
8
年

度
分

保
守

点
検

業
務

（
施

設
の

稼
働

状
況

の
確

認
、

温
度

管
理

等
）

に
つ

い
て

、
見

積
書

の
徴

取
や

契
約

の
締

結
な

ど
法

令
で

規

定
さ

れ
た

手
続

を
経

て
発

注
し

、
履

行
さ

せ
る

べ
き

と
こ

ろ
、

手
続

を
経

ず
に

発
注

し
、

履
行

さ
せ

た
後

に
、

他
の

修
繕

２
件

と
合

わ
せ

て
実

態
と

異
な

る
部

品
交

換
を

伴
う

修
繕

と
し

て
契

約
し

、
支

出
し

て
い

た
。

 
ま

た
、

当
該

支
出

の
う

ち
、

保
守

点
検

費
は

「
委

託
料

」
で

、
部

品
交

換
を

伴
わ

な
い

修
繕

費
は

「
そ

の
他

役
務

費
」

で
支

出
す

べ
き

と
こ

ろ
、

全
て

「
そ

の
他

需
用

費
」

で
支

出
し

て
い

た
。

 

園
芸

施
設

の
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ト
暖

房
シ

ス
テ

ム
の

令
和

元
年

度
分

修
繕

に
つ

い
て

、
平

成
3
0
年

度
に

発
注

し
、

完
了

し
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

令
和

元
年

度
に

発
注

し
、

完
了

し
た

と
し

て
一

連
の

契
約

に
係

る
事

務
処

理
を

行
い

、
令

和
元

年
度

予
算

で
支

出
し

て
い

た
。

 
ま

た
、

部
品

購
入

費
、

点
検

費
、

取
替

工
事

費
及

び
諸

経
費

と
し

て
計

上
し

、
契

約
す

べ
き

と
こ

ろ
、

全
て

部
品

購
入

費
と

し
て

処
理

し
て

い
た

。
 

併
せ

て
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
額

を
８

％
で

算
出

す
べ

き
と

こ
ろ

、
1
0
％

で
算

出
し

て
い

た
。

 

園
芸

施
設

の
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ト
暖

房
シ

ス
テ

ム
の

令
和

２
年

度
分

修
繕

に
つ

い
て

、
部

品
購

入
費

、
取

替
工

事
費

及
び

諸
経

費
を

計
上

し
て

契
約

し
、

支
出

す
べ

き
と

こ
ろ

、
全

て
部

品
購

入
費

と
し

て
処

理
し

て
い

た
。

 

県
土

整
備

部
 

河
川

管
理

課
 

工
 
事
 

１
 

防
災

情
報

シ
ス

テ
ム

改
良

工
事

に
つ

い
て

、
設

計
書

に
機

器
管

理
費

を
計

上
す

べ
き

と
こ

ろ

、
こ

れ
を

行
わ

な
か

っ
た

た
め

、
積

算
過

小
と

な
っ

て
い

た
。

 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

５
件
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  ２
  
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

  
  
 
注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

対
象
機
関
の
 

属
す
る
部
局
名
 

調
査
区
分

 
件

数
 

説
 
 
 
 
 
明

 

保
健

医
療

介
護

部
 

収
 
入
 

１
 

令
和
３
年
度
自
治
医
科
大
学
医
学
部
第
１
次
試
験

実
施
費
用
に
つ
い
て
、
納
付
書
の
送
付
期
限
を
考
慮

し
て
速
や
か
に
調
定
す
べ
き
と
こ
ろ
、
遅
延
し
て
い

た
。
 

環
境

部
 

収
 
入
 

１
 

雑
入
（
行
政
代
執
行
に
係
る
徴
収
金
）
の
収
入
未

済
額
が
、

前
年
度
に

比
べ
て
3
7
7
,
7
0
0
円
減
少

し
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。
 

教
育

庁
 

教
育

振
興

部
 

収
 
入
 

１
 

地
域
改
善
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済

額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て
59
,0
92
,5
13
円
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。
 

計
 

３
件
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

第
１

　
監

査
の

概
要

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

　
　

に
準

拠
し

て
、

監
査

を
実

施
し

た
。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

(
1
)
 
財

務
監

査
（

定
期

監
査

）

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

も
の

の
う

ち
、

毎
会

計
年

度
少

な
く

と
も

１
回

　
　

　
以

上
期

日
を

定
め

て
行

う
監

査

　
　

(
2
)
 
行

政
監

査

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

監
査

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

農
林

水
産

部
の

出
先

機
関

2
1
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

２
年

４
月

１
日

～
令

和
３

年
３

月
3
1
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

３
年

５
月

3
1
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

　
 
　

 
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
2
9
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
2
9
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
2
9
日

～
令

和
３

年
６

月
2
9
日

～
令

和
３

年
６

月
３

日

～
令

和
３

年
６

月
３

日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
３

日
中

央
家

畜
保

健
衛

生
所

令
和

３
年

５
月

3
1
日

農
林

業
総

合
試

験
場

筑
後

分
場

令
和

３
年

５
月

3
1
日

農
林

業
総

合
試

験
場

八
女

分
場

令
和

３
年

５
月

3
1
日

農
業

大
学

校
令

和
３

年
５

月
3
1
日

農
林

業
総

合
試

験
場

資
源

活
用

研
究

セ
ン

タ
ー

令
和

３
年

６
月

1
1
日

農
林

業
総

合
試

験
場

豊
前

分
場

令
和

３
年

５
月

3
1
日

行
橋

農
林

事
務

所
令

和
３

年
６

月
1
1
日

農
林

業
総

合
試

験
場

令
和

３
年

６
月

1
1
日

筑
後

農
林

事
務

所
令

和
３

年
５

月
3
1
日

八
幡

農
林

事
務

所
令

和
３

年
５

月
3
1
日

飯
塚

農
林

事
務

所
令

和
３

年
６

月
1
1
日

福
岡

農
林

事
務

所
令

和
３

年
５

月
3
1
日

朝
倉

農
林

事
務

所
令

和
３

年
６

月
1
1
日

　
　

　
今

回
の

監
査

は
、

財
務

に
関

す
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

、

　
　

併
せ

て
経

済
性

、
効

率
性

及
び

有
効

性
を

考
慮

し
て

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し

　
　

た
。

監
 
査

 
対

 
象

 
機

 
関

 
名

監
　

査
　

実
　

施
　

日
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～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

～
令

和
３

年
６

月
３

日

　
　

(
2
)
 
主

な
調

査
項

目

　
　

　
ア

　
収

入

　
　

　
　

　
使

用
料

及
び

手
数

料
、

財
産

収
入

、
諸

収
入

等
の

調
定

及
び

収
入

の
状

況
、

現
金

領
収

証

　
　

　
　

の
取

扱
い

及
び

払
込

み
の

状
況

、
保

管
現

金
（

緊
急

用
前

渡
資

金
等

）
の

状
況

、
債

権
の

管

　
　

　
　

理
状

況
、

収
入

未
済

解
消

の
取

組
状

況
、

証
紙

収
入

の
消

印
状

況
及

び
金

額
の

確
認

　
　

　
イ

　
支

出

　
　

　
　

　
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

等
の

執
行

状
況

　
　

　
ウ

　
人

件
費

　
　

　
　

　
報

酬
及

び
給

料
（

会
計

年
度

任
用

職
員

等
）

の
執

行
状

況
、

諸
手

当
の

認
定

及
び

支
給

の

　
　

　
　

状
況

　
　

　
エ

　
契

約

　
　

　
　

　
契

約
締

結
及

び
履

行
確

認
の

状
況

　
　

　
オ

　
公

有
財

産

　
　

　
　

　
土

地
、

建
物

、
工

作
物

及
び

樹
木

等
の

管
理

状
況

　
　

　
カ

　
物

品

　
　

　
　

　
取

得
、

管
理

及
び

処
分

の
状

況

　
　

　
キ

　
工

事

　
　

　
　

　
設

計
積

算
及

び
施

工
等

の
状

況

　
　

　
ク

　
補

助
事

業

　
　

　
　

　
補

助
事

業
の

執
行

状
況

第
２

　
監

査
の

結
果

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

下
記

事
項

を
除

き
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

た
。

　
１

　
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）

 
 
　

　
指

摘
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

豊
前

海
研

究
所

令
和

３
年

５
月

3
1
日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

内
水

面
研

究
所

令
和

３
年

５
月

3
1
日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

令
和

３
年

６
月

1
1
日

監
 
査

 
対

 
象

 
機

 
関

 
名

監
　

査
　

実
　

施
　

日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

有
明

海
研

究
所

令
和

３
年

５
月

3
1
日

両
筑

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
３

年
６

月
1
1
日

筑
後

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
３

年
６

月
1
1
日

筑
後

川
水

系
農

地
開

発
事

務
所

令
和

３
年

５
月

3
1
日

北
部

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
３

年
５

月
3
1
日
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２

　
注

意
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

 
 
　

　
注

意
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

計
４

件

農
林

水
産

部

収
入

1

　
直

接
収

納
し

た
現

金
に

つ
い

て
、

合
計

金
額

が
１

万
円

に
達

し
た

場
合

は
遅

滞
な

く
金

融
機

関
に

払
い

込
ま

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
こ

ろ
、

月
の

中
途

で
達

し
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
月

の
末

日
ま

で
の

金
額

を
と

り
ま

と
め

て
払

い
込

ん
で

い
た

。

工
事

1

　
た

め
池

工
事

に
つ

い
て

、
建

設
機

械
（

質
量

2
0
t
以

上
）

の
運

搬
費

を
設

計
図

書
に

計
上

す
べ

き
と

こ
ろ

、
こ

れ
を

行
わ

ず
、

積
算

が
過

小
と

な
っ

て
い

た
。

1

　
た

め
池

工
事

に
つ

い
て

、
鉄

筋
加

工
組

立
の

単
価

を
、

施
工

規
模

1
0
ｔ

以
上

で
算

出
す

べ
き

と
こ

ろ
、

1
0
ｔ

未
満

で
積

算
し

て
い

た
。

ま
た

、
現

地
で

発
生

す
る

鉄
く

ず
の

引
き

取
り

費
用

に
つ

い
て

も
設

計
図

書
に

計
上

し
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

積
算

が
過

大
と

な
っ

て
い

た
。

1

計
１

件

対
象

機
関

の
属

す
る

部
局

名
調

査
区

分
件

数
説

　
　

　
明

　
水

路
の

護
岸

工
事

に
つ

い
て

、
建

設
機

械
（

質
量

2
0
t
以

上
）

の
運

搬
費

を
設

計
図

書
に

計
上

す
べ

き
と

こ
ろ

、
こ

れ
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

。
ま

た
、

残
土

の
運

搬
距

離
に

つ
い

て
も

誤
っ

て
い

た
た

め
、

積
算

が
過

小
と

な
っ

て
い

た
。

対
象

機
関

名
調

査
区

分
件

数
説

　
　

　
明

農
林

業
総

合
試

験
場

八
女

分
場

収
入

1
　

試
験

研
究

費
受

託
金

に
つ

い
て

、
契

約
締

結
後

、
速

や
か

に
調

定
す

べ
き

と
こ

ろ
、

調
定

が
遅

延
し

て
い

た
。
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　監査公表第19号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を人づくり・県民生活部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文

化交流センター等36機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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 第
１
 
監
査
の
概
要
 

１
 
準
拠
す
る
基
準
 

 
 
福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
準
拠
し

て
、
監
査
を
実
施
し
た
。
 

 ２
 
監
査
の
種
類
 

 
(1
) 

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）
 

 
 
 
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
以
上
期
日

を
定
め
て
行
う
監
査
 

 
(2
) 

行
政
監
査
 

 
 
 
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査
 

 ３
 
監
査
の
対
象
 

 
(1
) 

監
査
対
象
機
関
：
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
、
保
健
医
療
介
護
部
及
び
福
祉
労
働
部
の
出
先
機
関
 

3
6
機
関
 

(
2)
 
監
査
対
象
期
間
：
令
和
２
年
９
月
１
日
 
～

 
令
和
３
年
８
月

31
日
 

  
４
 
監
査
の
着
眼
点
 

 
 
 
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経

済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。
 

  
５
 
監
査
の
実
施
内
容
 

 
 

(1
) 

監
査
実
施
期
間
：
令
和
３
年

10
月
１
日
～
令
和
３
年

11
月

19
日
 

（
３
）
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

監
 査

 対
 象

 機
 関

 名
 

監
査

実
施

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
づ
く
り

・
県
民
 

生
活
部
 

ア
ジ

ア
文

化
交

流
セ

ン
タ

ー
 

令
和
３
年
10
月
 5
日
～
令
和
３
年
10
月
 6
日
 

女
性

相
談

所
 

令
和
３
年
11
月
 4
日
～
令
和
３
年
11
月
 5
日
 

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

 
令
和
３
年
10
月
19
日
 

保
 

健
 

医
 

療
 

介
 

護
 

部
 

筑
紫

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
 

令
和
３
年
11
月
10
日
～
令
和
３
年
11
月
12
日
 

粕
屋

保
健

福
祉

事
務

所
 

令
和
３
年
11
月
10
日
～
令
和
３
年
11
月
12
日
 

糸
島

保
健

福
祉

事
務

所
 

令
和
３
年
10
月
 5
日
～
令
和
３
年
10
月
 6
日
 

宗
像

・
遠

賀
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

 
令
和
３
年
10
月
20
日
～
令
和
３
年
10
月
22
日
 

嘉
穂

・
鞍

手
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

 
令
和
３
年
10
月
26
日
～
令
和
３
年
10
月
28
日
 

田
川

保
健

福
祉

事
務

所
 

令
和
３
年
10
月
12
日
～
令
和
３
年
10
月
15
日
 

北
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所
 

令
和
３
年
10
月
 1
日
 

南
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所
 

令
和
３
年
10
月
 7
日
～
令
和
３
年
10
月
 8
日
 

京
築

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
 

令
和
３
年
11
月
16
日
～
令
和
３
年
11
月
18
日
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保
健
医
療

介
護
部
 

保
健

環
境

研
究

所
 

令
和
３
年
11
月
 4
日
～
令
和
３
年
11
月
 5
日
 

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
令
和
３
年
10
月
19
日
 

食
肉

衛
生

検
査

所
 

令
和
３
年
10
月
29
日
 

福
 

祉
 

労
 

働
 

部
 

福
岡

児
童

相
談

所
 

令
和
３
年
10
月
21
日
～
令
和
３
年
10
月
22
日
 

久
留

米
児

童
相

談
所

 
令
和
３
年
11
月
 4
日
～
令
和
３
年
11
月
 5
日
 

田
川

児
童

相
談

所
 

令
和
３
年
10
月
 7
日
～
令
和
３
年
10
月
 8
日
 

大
牟

田
児

童
相

談
所

 
令
和
３
年
10
月
 5
日
～
令
和
３
年
10
月
 6
日
 

宗
像

児
童

相
談

所
 

令
和
３
年
10
月
19
日
～
令
和
３
年
10
月
20
日
 

京
築

児
童

相
談

所
 

令
和
３
年
11
月
 1
日
～
令
和
３
年
11
月
 2
日
 

福
岡

学
園
 

令
和
３
年
11
月
18
日
～
令
和
３
年
11
月
19
日
 

障
が

い
者

更
生

相
談

所
 

令
和
３
年
11
月
 9
日
 

こ
ど

も
療

育
セ

ン
タ

ー
新

光
園
 

令
和
３
年
11
月
16
日
～
令
和
３
年
11
月
17
日
 

福
岡

労
働

者
支

援
事

務
所

 
令
和
３
年
11
月
 9
日
 

北
九

州
労

働
者

支
援

事
務

所
 

令
和
３
年
10
月
29
日
 

筑
後

労
働

者
支

援
事

務
所

 
令
和
３
年
11
月
 9
日
 

筑
豊

労
働

者
支

援
事

務
所

 
令
和
３
年
10
月
29
日
 

福
岡

高
等

技
術

専
門

校
 

令
和
３
年
10
月
14
日
～
令
和
３
年
10
月
15
日
 

戸
畑

高
等

技
術

専
門

校
 

令
和
３
年
10
月
12
日
～
令
和
３
年
10
月
13
日
 

小
竹

高
等

技
術

専
門

校
 

令
和
３
年
10
月
 1
日
 

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校

 
令
和
３
年
11
月
18
日
～
令
和
３
年
11
月
19
日
 

大
牟

田
高

等
技

術
専

門
校

 
令
和
３
年
10
月
 1
日
 

田
川

高
等

技
術

専
門

校
 

令
和
３
年
10
月
 7
日
～
令
和
３
年
10
月
 8
日
 

小
倉

高
等

技
術

専
門

校
 

令
和
３
年
10
月
26
日
～
令
和
３
年
10
月
27
日
 

福
岡

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校
 

令
和
３
年
10
月
28
日
～
令
和
３
年
10
月
29
日
 

  
 
(2
) 
主
な
調
査
項
目
 

 
 
 
ア
 
収
入
 

 
使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及
び
払

込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状

況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認
 

イ
 
支
出
 

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況
 

ウ
 
人
件
費
 

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況
 

エ
 
契
約
 

 
契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況
 

オ
 
公
有
財
産
 

土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況
 

カ
 
物
品
 

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況
 

キ
 
扶
助
費
 

扶
助
費
の
執
行
状
況
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第
２
 
監
査
の
結
果
 

 
 
 
第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。
 

 

１
 
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

 
 
 
指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

対
象
機
関
名
 

調
査
区
分
 

件
数
 

説
 
 
 
 
 
明
 

保
健
医
療
介
護
部
 

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
 

環
境
事
務
所
 

収
入
 

１
 

 
領
収
証
紙
に
よ
り
徴
収
し
た
狂
犬
病
予
防
注
射
手
数
料
に
つ

い
て
、
消
印
に
よ
り
領
収
証
紙
納
付
書
の
紙
面
と
証
紙
の
彩
紋
と

に
か
け
て
消
す
べ
き
と
こ
ろ
、
消
印
が
漏
れ
て
い
た
。
 

支
出
 

１
 

 
生
活
保
護
費
（
生
業
扶
助
）
の
う
ち
高
等
学
校
等
就
学
費
に
つ

い
て
、
３
月
に
入
学
準
備
金
と
定
期
代
の
支
給
を
行
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
誤
っ
て
５
月
に
も
支
給
し
た
た
め
、
支
給
過
大
と
な
っ
て

い
た
。
 

１
 

 
生
活
保
護
費
の
収
入
認
定
に
当
た
り
、
１
年
間
分
を
一
括
し
て

受
領
し
た
自
治
会
に
係
る
手
当
に
つ
い
て
、
就
労
収
入
と
し
て
認

定
す
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
わ
ず
、
支
給
過
大
と
な
っ
て
い
 

た
。
 

福
祉
労
働
部
 
 

こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー

新
光
園
 

支
出
 

１
 

 
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
４
月
、
５

月
及
び
６
月
の
勤
務
実
績
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
翌
月
の
10
日

(1
0日

が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
（
以
下
「
休
日
等
」
と
い

う
。）

に
当
た
る
場
合
は
、
直
近
の
休
日
等
で
は
な
い
日
)に

支
給

す
べ
き
と
こ
ろ
、
ま
と
め
て
令
和
３
年
７
月
28
日
に
支
給
し
て
い

た
。
 

計
 

４
件
 

 

２
 
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

 
 
 
注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

対
象

機
関

の
 

属
す

る
部

局
名

 
調
査
区
分
 

件
数
 

説
 
 
 
 
 
明
 

保
健
医
療
介
護
部
 

収
入
 

１
 

生
活
保
護
費
返
還
金
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て
増

加
し
て
い
る
。
 

支
出
 

１
 

生
活
保
護
費
(生

業
扶
助
）
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
１
月
か
ら
３

月
ま
で
の
間
の
高
等
学
校
等
就
学
費
を
認
定
す
べ
き
と
こ
ろ
、
生

活
保
護
電
算
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
を
誤
り
、
支
給
不
足
が
生
じ
て

い
た
。
 

福
祉
労
働
部
 

支
出
 

１
 

 
里
親
委
託
費
（
扶
助
費
）
の
う
ち
防
災
対
策
費
に
つ
い
て
、
委

託
児
童
が
使
用
す
る
寝
袋
代
を
支
給
す
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
支

給
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
防
災
ラ
ジ
オ
代
及
び
Ｌ
Ｅ
Ｄ
テ
ー

プ
ラ
イ
ト
代
に
つ
い
て
、
支
給
額
を
誤
っ
て
い
た
。
 

計
 

３
件
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47
令
和
４
年
３
月
４
日
　
金
曜
日

　監査公表第20号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を警察本部関係機関の北九州市警察部等41機関について実施したので、その結

果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



48
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

 
 

  
第
１
 
監
査
の
概
要
 

 
１
 
準
拠
す
る
基
準
 

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
 

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。
 

 

 
２
 
監
査
の
種
類
 

(1
) 
 財
務
監
査
（
定
期
監
査
）
 

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
 

以
上
期
日
を
定
め
て
行
う
監
査
 

(2
) 
 行
政
監
査

 

 
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査
 

 ３
 
監
査
の
対
象

 

 (
1)
  
監
査
対
象
機
関
：
警
察
本
部
関
係
機
関

41
機
関
 

(2
) 
 監
査
対
象
期
間
：
令
和
２
年
９
月
１
日
～
令
和
３
年
８
月

31
日
 

 ４
 
監
査
の
着
眼
点
 

 
 
 
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て

経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。
 

 

５
 
監
査
の
実
施
内
容
 

 (
1)
  
監
査
実
施
期
間
：
令
和
３
年

11
月

25
日
～
令
和
３
年

12
月

22
日

 
 

  
 
  
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

監
査
対
象
機
関
名
 

監
査

実
施

日
 

北
九
州
市
警
察
部
 

令
和
３
年

12
月
２
日
 

警
察

学
校

 
令
和
３
年

12
月
６
日
 

交
通

機
動

隊
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

 
令
和
３
年

12
月
３
日
 

第
一

機
動

隊
 

令
和
３
年

12
月

2
2日

 

第
二

機
動

隊
 

令
和
３
年

12
月

2
2日

 

中
央

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
７
日
～
令
和
３
年

1
2
月
８
日
 

博
多

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
７
日
～
令
和
３
年

1
2
月
８
日
 

東
警

察
署

 
令
和
３
年

12
月
９
日
～
令
和
３
年

1
2
月

10
日
 

南
警

察
署

 
令
和
３
年

12
月
９
日
～
令
和
３
年

1
2
月

10
日
 

早
良

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
９
日
～
令
和
３
年

1
2
月

10
日
 

西
警

察
署

 
令
和
３
年

12
月
７
日
～
令
和
３
年

1
2
月
８
日
 

粕
屋

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
4日
～
令
和
３
年

1
2
月

15
日
 

春
日

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
4日
～
令
和
３
年

1
2
月

15
日
 

筑
紫

野
警

察
署
 

令
和
３
年

12
月
３
日
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令

和
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年
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月
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金
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(2
) 
 主
な
調
査
項
目
 
 

 

 
  
ア
  
収
入

 

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
 

い
及
び
現
金
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、

収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認
、
拾
得
物
件
の
保
管
状
況
 

 
  
  
イ
  
支
出

 

 
 
 
  
  
報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況
 

 
  
  
ウ
  
人
件
費

 

 
 
  

  
 報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

 

 
  
  
エ
  
契
約

 

 
 
  

  
 契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

 

 
  

 オ
  
公
有
財
産

 

 
 
  
 
 
土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況
 

 
  

 カ
  
物
品

 

 
 
 
  

 取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況
 

 

監
査
対
象
機
関
名
 

監
査

実
施

日
 

糸
島

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

宗
像

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

朝
倉

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

博
多
臨
港
警
察
署
 

令
和
３
年

12
月
３
日
 

福
岡
空
港
警
察
署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

小
倉

北
警

察
署
 

令
和
３
年

11
月

3
0日
～
令
和
３
年

1
2
月
１
日
 

小
倉

南
警

察
署
 

令
和
３
年

11
月

2
5日
～
令
和
３
年

1
1
月

26
日
 

八
幡

東
警

察
署
 

令
和
３
年

11
月

2
5日

 

八
幡

西
警

察
署
 

令
和
３
年

11
月

2
5日
～
令
和
３
年

1
1
月

26
日
 

折
尾

警
察

署
 

令
和
３
年

11
月

3
0日
～
令
和
３
年

1
2
月
１
日
 

若
松

警
察

署
 

令
和
３
年

11
月

2
6日

 

戸
畑

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

門
司

警
察

署
 

令
和
３
年

11
月

3
0日
～
令
和
３
年

1
2
月
１
日
 

行
橋

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
２
日
 

豊
前

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
２
日
 

飯
塚

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
6日
～
令
和
３
年

1
2
月

17
日
 

嘉
麻

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
7日

 

直
方

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
6日

 

田
川

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

1
6日
～
令
和
３
年

1
2
月

17
日
 

久
留

米
警

察
署
 

令
和
３
年

12
月

1
4日
～
令
和
３
年

1
2
月

15
日
 

小
郡

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

う
き

は
警

察
署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

筑
後

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

2
1日

 

八
女

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月
６
日
 

柳
川

警
察

署
 

令
和
３
年

12
月

2
1日

 

大
牟

田
警

察
署
 

令
和
３
年

12
月

2
1日
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令
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４
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月
４

日
　

金
曜

日

 
 

  
  

 

第
２
 
監
査
の
結
果
 

 
 
 
第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。
 

 

１
  
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

 
 
該
当
な
し
  
  
 
  

 ２
  
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

 
 
 
注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

調
査
区
分

 
件
数

 
説
明

 

支
出
 

１
 

捜
査
報
償
費
の
う
ち
照
会
事
項
回
答
手
数
料
に
つ
い
て
、
請
求
日
か

ら
1
5
日
以
内
に
支
払
う
べ
き
と
こ
ろ
、
支
払
が
遅
延
し
て
い
た
。

 

 
 
計
 

１
件

 

  

  
  
 
 



第
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9 
号

51
令
和
４
年
３
月
４
日
　
金
曜
日

　監査公表第21号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を県土整備部及び建築都市部出先機関の福岡県土整備事務所等13機関について

実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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第
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

 

 第
１
 

監
査

の
概

要
 

 
１
 

準
拠

す
る

基
準

 

 
 

 
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２
年

監
査

公
表
第

１
号

。
以
下

「
監

査
基
準

」
と

い
う
。

）
に
 

準
拠
し

て
、

監
査

を
実

施
し

た
。

 

 

２
 

監
査

の
種

類
 

（
1）

財
務

監
査

（
定

期
監

査
）

 

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る
も

の
の

う
ち
、

毎
会

計
年
度

少
な

く
と
も

１
回

以
上
 

期
日

を
定

め
て

行
う

監
査

 

（
2）

行
政

監
査

 

 
 

 
  

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定
す

る
監
査
 

 

３
 

監
査

の
対

象
 

（
1）

監
査

対
象

機
関

：
県

土
整

備
部

及
び

建
築
都

市
部

の
出
先

機
関

13
機
関
 

（
2）

監
査

対
象

期
間

：
令

和
２

年
４

月
１

日
～
令

和
３

年
３
月

31
日
 

 

４
 

監
査

の
着

眼
点

 

 
 

 
今

回
の

監
査

は
、

財
務

に
関

す
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

、
 

併
せ

て
経

済
性

、
効

率
性

及
び

有
効

性
を

考
慮

し
て

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

 

し
た

。
 

 

５
 

監
査

の
実

施
内

容
 

（
1）

監
査

実
施

期
間

：
令

和
３

年
５

月
1
9
日

～
令

和
３

年
６

月
3
0
日

 

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の
と

お
り

で
あ
る

。
  

監
 査

 対
 象

 
機

 関
 名

 
監

査
実

施
日
 

福
岡

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

７
日
～

令
和

３
年
６

月
29

日
 

久
留

米
県

土
整

備
事

務
所

 
令

和
３
年

５
月

2
4日

～
令
和

３
年
６

月
30

日
 

南
筑

後
県

土
整

備
事

務
所

 
令

和
３

年
５

月
2
6
日

～
令

和
３

年
６

月
2
8
日

 

直
方

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

５
月

2
8日

～
令
和

３
年
６

月
29

日
 

京
築

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

1
5日

～
令
和

３
年
６

月
29

日
 

朝
倉

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

９
日
～

令
和

３
年
６

月
29

日
 

八
女

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

３
日
～

令
和

３
年
６

月
30

日
 

北
九

州
県

土
整

備
事

務
所

 
令

和
３
年

５
月

1
9日

～
令
和

３
年
６

月
30

日
 

田
川

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

1
7日

～
令
和

３
年
６

月
30

日
 

飯
塚

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

1
1日

～
令
和

３
年
６

月
28

日
 

那
珂

県
土

整
備

事
務

所
 

令
和
３
年

６
月

１
日
～

令
和

３
年
６

月
28

日
 

苅
 

田
 

港
 

務
 

所
 

令
和
３
年

５
月

2
1日

～
令
和

３
年
６

月
28

日
 

流
域

下
水

道
事

務
所

 
令

和
３
年

６
月

１
日
～

令
和

３
年
６

月
28

日
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 （
2）

主
な

調
査

項
目

 

 
  

 
ア

  
収

入
 

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
受
託
事
業
収
入
、
負
担
金
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、

保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
 

証
紙

収
入

の
消

印
状

況
及

び
金

額
の

確
認

 

イ
 
 支

出
 

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

、
役

務
費

、
委

託
料
、

使
用

料
及
び

賃
借

料
等
の

執
行

状
況
 

ウ
 
 人

件
費

 

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況
 

 
 

 
 

エ
  
契

約
 

契
約

締
結

及
び

履
行

確
認

の
状

況
 

オ
 
 公

有
財

産
 

土
地

、
建

物
、

工
作

物
及

び
樹

木
等

の
管

理
状
況
 

 
 
  

 
カ

  
物

品
 

取
得

、
管

理
及

び
処

分
の

状
況

 

 
  

 
 キ

  
工

事
 

設
計

積
算

及
び

施
工

等
の

状
況

 

 
 
  

 ク
  
用

地
 

設
計

積
算

及
び

履
行

確
認

等
の

状
況
 

 第
２
 

監
査

の
結

果
 

 
 
 

 
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い
て

、
下

記
事
項

を
除

き
適
正

に
執

行
さ
れ

て
い

た
。
 

 

１
 

指
摘

事
項

（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、
著

し
く

適
正
又

は
妥

当
性
を

欠
く

も
の
）
 

 
 

 
指

摘
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の
と

お
り

で
あ
る

。
 

対
象

機
関

名
 

調
査
区
分
 

件
数

 
説

 
 
 

 
明

 

那
珂
県
土

整
備

事
務

所
 

契
約

 
１
 

用
地

測
量

業
務

委
託

契
約

に
つ

い
て

、
過

去
２

年
間

の

履
行

歴
に

よ
り

契
約

保
証

金
を

免
除

し
よ

う
と

す
る

場

合
、

種
類

及
び

規
模

を
ほ

ぼ
同

じ
く

す
る

２
件

以
上

の
履

行
歴

を
確

認
し

免
除

す
べ

き
と

こ
ろ

、
「

規
模

を
ほ

ぼ
同

じ
く

す
る

」
と

は
認

め
ら

れ
な

い
１

件
を

含
む

履
行

歴
に

よ
り
免
除

し
て

い
た
。
 

福
岡
県
土

整
備

事
務

所
 

工
事

 
１
 

公
園

施
設

改
修

工
事

に
つ

い
て

、
業

者
の

見
積

り
を

基

に
工

事
費

を
積

算
す

る
場

合
、

施
工

内
容

や
図

面
、

見
積

額
に

諸
経

費
を

含
め

る
か

な
ど

を
示

し
た

上
で

、
業

者
か

ら
見

積
り

を
徴

収
す

べ
き

と
こ

ろ
、

当
該

工
事

の
う

ち

「
床

下
カ

ビ
除

去
」

工
事

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ら
を

書
面

で
示

さ
な

い
ま

ま
見

積
書

を
徴

収
し

、
内

容
確

認
も

せ
ず

計
上
し
て

い
た

。
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

飯
塚
県
土

整
備

事
務

所
 

工
事

 
１
 

橋
梁

下
部

工
事

に
つ

い
て

、
業

者
の

見
積

り
を

基
に

工

事
費

を
積

算
す

る
場

合
、

施
工

内
容

や
図

面
、

見
積

額
に

諸
経

費
を

含
め

る
か

な
ど

を
示

し
た

上
で

、
業

者
か

ら
見

積
り

を
徴

収
す

べ
き

と
こ

ろ
、

当
該

工
事

の
う

ち
「

伐
採

・
運

搬
」

工
事

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ら
を

書
面

で
示

さ
な

い
ま

ま
見

積
書

を
徴

収
し

、
内

容
確

認
も

せ
ず

計
上

し
て

い
た
。
 

計
 

３
件
 

  

２
 

注
意

事
項

（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、
適

正
又

は
妥
当

性
を

欠
く
も

の
）
 

 
 
 
  

 注
意
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お
り

で
あ
る

。
 

対
象

機
関

の
 

属
す
る

部
局

名
 

調
査
区
分
 

件
数

 
説

 
 
 

 
明

 

県
土

整
備

部
 

契
約

 
１
 

橋
梁

詳
細

設
計

業
務

委
託

契
約

に
つ

い
て

、
当

該
契

約

と
は

関
係

の
な

い
業

務
は

、
別

途
、

新
た

に
契

約
す

べ
き

と
こ
ろ
、

契
約

変
更
で

業
務

を
委
託

し
て

い
た
。
 

計
 

１
件
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令
和
４
年
３
月
４
日
　
金
曜
日

　監査公表第22号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づ

く定期監査を総務部、企画・地域振興部及び商工部出先機関の公文書館等27機関につい

て実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

 

 

第
１
  
監
査
の
概
要
 

１
 

準
拠

す
る

基
準

 

福
岡

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

監
査

公
表

第
１

号
。

以
下

「
監

査
基

準
」

と
い

う
。

）
に

準

拠
し

て
、

監
査

を
実

施
し

た
。

 

 

 
２

 
監

査
の

種
類

 

(
1
)
 

財
務

監
査

（
定

期
監

査
）

 

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

も
の

の
う

ち
、

毎
会

計
年

度
少

な
く

と
も

１
回

以
上

期
日

を
定

め
て

行
う

監
査

 

 
 
 
(
2
)
 
 
行

政
監

査
 

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

監
査

 

 

 
３

 
監

査
の

対
象

 

 
 (
1)
 
監
査
対
象
機
関
：
総
務
部
、
企
画
・
地
域
振
興
部
及
び
商
工
部
の
出
先
機
関

27
機
関
 

(2
) 

監
査
対
象
期
間
：
令
和
２
年
９
月
１
日
～
令
和
３
年
８
月

31
日
 

 

４
 
監
査
の
着
眼
点
 

 
 
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経

済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。
 

 ５
 
監
査
の
実
施
内
容
 

 (
1
) 
 監

査
実
施
期
間
：
令
和
３
年

11
月

16
日
～
令
和
３
年

12
月

17
日
 

  
 
  
 監

査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

監
査

対
象

機
関

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

監
査

実
施

日
 

総
   務
   部
 

公
文

書
館
 

令
和
３
年
12
月
10
日
 

職
員

研
修

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令
和
３
年
11
月
24
日
 

博
多

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
12
月
７
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
９
日
 

東
福

岡
県

税
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
12
月
７
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
９
日
 

西
福

岡
県

税
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
30
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
２
日
 

筑
紫

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
24
日
 ～

 令
和
３
年
11
月
26
日
 

北
九

州
東

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
16
日
 ～

 令
和
３
年
11
月
18
日
 

北
九

州
西

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
24
日
 ～

 令
和
３
年
11
月
26
日
 

田
川

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
12
月
３
日
 

飯
塚

・
直

方
県

税
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
30
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
２
日
 

久
留

米
県

税
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
16
日
 ～

 令
和
３
年
11
月
18
日
 

大
牟

田
県

税
事

務
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
24
日
 

筑
後

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
19
日
 

行
橋

県
税

事
務

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
３
年
11
月
19
日
 

消
 
 
 
防
 
 
 
学
 
 
 
校
 

令
和
３
年
11
月
30
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
１
日
 

企
画
・
地
 

域
振
興
部

 

東
  
 
京
  

 事
 
  
務
 
  
所
 

令
和
３
年
12
月
15
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
16
日
 

パ
ス

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

令
和
３
年
12
月
16
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
17
日
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商
  工
  部
 

福
岡

中
小

企
業

振
興

事
務

所
  

令
和
３
年
12
月
10
日
 

久
留

米
中

小
企

業
振

興
事

務
所
 

令
和
３
年
12
月
16
日
 

北
九

州
中

小
企

業
振

興
事

務
所
 

令
和
３
年
12
月
10
日
 

飯
塚

中
小

企
業

振
興

事
務

所
 

令
和
３
年
12
月
８
日
 

計
量

検
定

所
 

令
和
３
年
12
月
９
日
 

大
 
 
阪
 
 
事
 
 
務
 
 
所
 

令
和
３
年
12
月
10
日
 

工
 
業

 
技

 
術

 
セ

 
ン

 
タ

 
ー
 

令
和
３
年
12
月
14
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
15
日
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

生
物

食
品
研
究

所
 

令
和
３
年
12
月
３
日
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

イ
ン

テ
リ

ア
研

究
所
 

令
和
３
年
12
月
10
日
 

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

機
械

電
子
研
究

所
 

令
和
３
年
12
月
14
日
 ～

 令
和
３
年
12
月
15
日
  
  

  
 (2

)
  
主
な
調
査
項
目
 

ア
 
収
入
 

 
 
 
  
 
使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い

及
び
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済

解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認
 

イ
  
支
出
 

 
 
 
 
 
報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況
 

 
  
 
ウ
  
人
件
費
 

 
 
 
 
 
報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
通
勤
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況
 

 
  

エ
  
契
約
 

 
 
 
 
 
契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況
 

 
  

オ
  
公
有
財
産
 

 
 
 
 
 
土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況
 

 
  

カ
  
物
品
 

 
 
 
 
 
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況
 

 
  

キ
  
県
税
 

 
 
 
 
 
個
人
事
業
税
等
の
賦
課
徴
収
及
び
債
権
管
理
状
況
 

 

第
２
  
監
査
の
結
果
 

第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。
 

 

１
 
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

対
象

機
関

名
 

調
査
区
分
 
件
数
 

説
 

 
 

 
 

明
 

総
務

部
 

東
福

岡
県

税
事

務
所
 

収
入

 
１

 
法

人
県

民
税

に
つ

い
て

、
税

額
算

定
の

基
礎

数
値

を
誤

っ
て

入
力

し
、

納
付

さ
れ

て
い

た
当

該
税

を
還

付
し

た
。
 

計
 

１
件

 

 

２
  
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
 

 
 
 
該
当
な
し
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号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

　監査公表第23号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を教育委員会の福岡教育事務所等133機関について実施したので、その結果を次

のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

第
１

　
監

査
の

概
要

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
 
(
1
)
　

財
務

監
査

（
定

期
監

査
）

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

も
の

の
う

ち
、

毎
会

計
年

度
少

な
く

と
も

１
回

以
上

期

　
　

　
日

を
定

め
て

行
う

監
査

　
 
(
2
)
　

行
政

監
査

　
　

　
　

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

監
査

　
３

　
監

査
の

対
象

 
　

(
1
)
　

監
査

対
象

機
関

：
教

育
委

員
会

の
出

先
機

関
1
3
3
機

関

 
　

(
2
)
　

監
査

対
象

期
間

：
令

和
２

年
９

月
１

日
～

令
和

３
年

８
月

3
1
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

　
　

　
今

回
の

監
査

は
、

財
務

に
関

す
る

事
務

及
び

そ
の

他
の

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

、
併

せ
て

経

　
　

済
性

、
効

率
性

及
び

有
効

性
を

考
慮

し
て

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

 
　

(
1
)
　

監
査

実
施

期
間

：
令

和
３

年
1
0
月

１
日

～
令

和
３

年
1
1
月

1
2
日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
 
 
査

 
 
実

 
 
施

 
 
日

令
和

３
年

1
0
月

５
日

～
令

和
３

年
1
0
月

７
日

令
和

３
年

1
0
月

５
日

～
令

和
３

年
1
0
月

６
日

令
和

３
年

1
0
月

７
日

～
令

和
３

年
1
0
月

８
日

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
7
日

令
和

３
年

1
0
月

2
8
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
9
日

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
7
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
0
月

１
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

監
 
査

 
対

 
象

 
機

 
関

 
名

福
岡

教
育

事
務

所

北
九

州
教

育
事

務
所

北
筑

後
教

育
事

務
所

南
筑

後
教

育
事

務
所

社
会

教
育

総
合

セ
ン

タ
ー

英
彦

山
青

年
の

家

少
年

自
然

の
家

「
玄

海
の

家
」

筑
豊

教
育

事
務

所

京
築

教
育

事
務

所

教
育

セ
ン

タ
ー

体
育

研
究

所

美
術

館

図
書

館
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第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
3
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
4
日

令
和

３
年

1
0
月

1
5
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
4
日

令
和

３
年

1
0
月

1
3
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
0
月

１
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

九
州

歴
史

資
料

館

青
豊

高
等

学
校

築
上

西
高

等
学

校

小
倉

南
高

等
学

校

小
倉

商
業

高
等

学
校

小
倉

高
等

学
校

小
倉

工
業

高
等

学
校

小
倉

西
高

等
学

校

北
九

州
高

等
学

校

育
徳

館
高

等
学

校

苅
田

工
業

高
等

学
校

京
都

高
等

学
校

行
橋

高
等

学
校

門
司

学
園

高
等

学
校

門
司

大
翔

館
高

等
学

校

八
幡

高
等

学
校

八
幡

中
央

高
等

学
校

八
幡

工
業

高
等

学
校

八
幡

南
高

等
学

校

北
筑

高
等

学
校

東
筑

高
等

学
校

小
倉

東
高

等
学

校

戸
畑

高
等

学
校

ひ
び

き
高

等
学

校

戸
畑

工
業

高
等

学
校

若
松

高
等

学
校

若
松

商
業

高
等

学
校

玄
界

高
等

学
校

新
宮

高
等

学
校

福
岡

魁
誠

高
等

学
校

須
恵

高
等

学
校

宇
美

商
業

高
等

学
校

香
住

丘
高

等
学

校

折
尾

高
等

学
校

中
間

高
等

学
校

遠
賀

高
等

学
校

宗
像

高
等

学
校

光
陵

高
等

学
校

水
産

高
等

学
校

香
椎

高
等

学
校
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令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
3
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
0
月

1
4
日

令
和

３
年

1
0
月

1
5
日

令
和

３
年

1
0
月

1
5
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

５
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

７
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

６
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

９
日

令
和

３
年

1
1
月

９
日

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
0
日

福
岡

中
央

高
等

学
校

城
南

高
等

学
校

修
猷

館
高

等
学

校

福
岡

工
業

高
等

学
校

福
岡

講
倫

館
高

等
学

校

早
良

高
等

学
校

香
椎

工
業

高
等

学
校

博
多

青
松

高
等

学
校

福
岡

高
等

学
校

筑
紫

丘
高

等
学

校

柏
陵

高
等

学
校

武
蔵

台
高

等
学

校

筑
紫

高
等

学
校

糸
島

高
等

学
校

糸
島

農
業

高
等

学
校

小
郡

高
等

学
校

三
井

高
等

学
校

玄
洋

高
等

学
校

筑
前

高
等

学
校

春
日

高
等

学
校

太
宰

府
高

等
学

校

福
岡

農
業

高
等

学
校

筑
紫

中
央

高
等

学
校

山
門

高
等

学
校

三
池

高
等

学
校

三
池

工
業

高
等

学
校

大
牟

田
北

高
等

学
校

あ
り

あ
け

新
世

高
等

学
校

八
女

高
等

学
校

久
留

米
筑

水
高

等
学

校

明
善

高
等

学
校

久
留

米
高

等
学

校

三
潴

高
等

学
校

大
川

樟
風

高
等

学
校

伝
習

館
高

等
学

校

八
女

工
業

高
等

学
校

福
島

高
等

学
校

八
女

農
業

高
等

学
校

浮
羽

工
業

高
等

学
校

浮
羽

究
真

館
高

等
学

校
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第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
0
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

９
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
7
日

令
和

３
年

1
0
月

2
8
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
9
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
0
日

令
和

３
年

1
0
月

2
8
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
9
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
1
月

４
日

～
令

和
３

年
1
1
月

５
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

令
和

３
年

1
1
月

４
日

～
令

和
３

年
1
1
月

５
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

令
和

３
年

1
1
月

２
日

朝
倉

東
高

等
学

校

朝
倉

光
陽

高
等

学
校

田
川

高
等

学
校

東
鷹

高
等

学
校

田
川

科
学

技
術

高
等

学
校

西
田

川
高

等
学

校

朝
倉

高
等

学
校

筑
豊

高
等

学
校

鞍
手

竜
徳

高
等

学
校

築
城

特
別

支
援

学
校

小
倉

聴
覚

特
別

支
援

学
校

北
九

州
視

覚
特

別
支

援
学

校

特
別

支
援

学
校

｢
北

九
州

高
等

学
園

｣

稲
築

志
耕

館
高

等
学

校

嘉
穂

高
等

学
校

嘉
穂

東
高

等
学

校

嘉
穂

総
合

高
等

学
校

鞍
手

高
等

学
校

直
方

高
等

学
校

福
岡

高
等

視
覚

特
別

支
援

学
校

特
別

支
援

学
校

｢
福

岡
高

等
学

園
｣

小
郡

特
別

支
援

学
校

久
留

米
聴

覚
特

別
支

援
学

校

田
主

丸
特

別
支

援
学

校

柳
河

特
別

支
援

学
校

古
賀

特
別

支
援

学
校

福
岡

特
別

支
援

学
校

福
岡

聴
覚

特
別

支
援

学
校

福
岡

高
等

聴
覚

特
別

支
援

学
校

太
宰

府
特

別
支

援
学

校

福
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

宗
像

中
学

校

嘉
穂

高
等

学
校

附
属

中
学

校

輝
翔

館
中

等
教

育
学

校

筑
後

特
別

支
援

学
校

川
崎

特
別

支
援

学
校

嘉
穂

特
別

支
援

学
校

直
方

特
別

支
援

学
校

育
徳

館
中

学
校

門
司

学
園

中
学

校



63
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

　
 
(
2
)
　

主
な

調
査

項
目

　
　

　
ア

　
収

入

　
　

　
　

　
使

用
料

及
び

手
数

料
、

財
産

収
入

、
生

産
物

売
払

収
入

、
諸

収
入

等
の

調
定

及
び

収
入

の
状

況
、

　
　

　
　

現
金

領
収

書
の

取
扱

い
及

び
払

込
み

の
状

況
、

保
管

現
金

（
緊

急
用

前
渡

資
金

等
）

の
状

況
、

債
権

　
　

　
　

の
管

理
状

況
、

収
入

未
済

解
消

の
取

組
状

況
、

証
紙

収
入

の
消

印
状

況
及

び
金

額
の

確
認

　
　

　
イ

　
支

出

　
　

　
　

　
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
扶

助
費

等
の

執
行

状
況

　
　

　
ウ

　
人

件
費

　
　

　
　

　
報

酬
及

び
給

料
（

会
計

年
度

任
用

職
員

等
）

の
執

行
状

況
、

諸
手

当
の

認
定

及
び

支
給

の
状

況

　
　

　
　

（
教

育
事

務
所

に
お

い
て

は
、

小
・

中
学

校
等

教
職

員
の

通
勤

、
扶

養
、

住
居

手
当

の
認

定
状

況
）

　
　

　
エ

　
契

約

　
　

　
　

　
契

約
締

結
及

び
履

行
確

認
の

状
況

　
　

　
オ

　
公

有
財

産

　
　

　
　

　
土

地
、

建
物

、
工

作
物

及
び

樹
木

等
の

管
理

状
況

　
　

　
カ

　
物

品

　
　

　
　

　
取

得
、

管
理

及
び

処
分

の
状

況

第
２

　
監

査
の

結
果

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。



64
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

　監査公表第24号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を女性相談所等11機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



65
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

 
 
財

務
監

査
（

随
時

監
査

）

　
　

　
監

査
基

準
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
行

う
監

査

 
 
 
 

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

知
事

部
局

及
び

教
育

委
員

会
の

出
先

機
関

1
1
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

３
年

１
月

１
日

～
令

和
３

年
７

月
3
0
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

並
び

に
、

　
　

財
務

事
務

の
管

理
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与
：

任
用

さ
れ

た
本

人
へ

の
面

談
等

に
よ

る
任

用
事

実
の

確
認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
：

物
品

納
入

業
者

に
対

す
る

取
引

状
況

の
確

認
及

び
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
現

物
確

認

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

３
年

７
月

1
3
日

～
令

和
３

年
７

月
3
0
日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
査

実
施

日

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

2
7
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

2
0
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

2
1
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

2
8
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

1
5
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

3
0
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

1
3
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

1
4
日

ま
で

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

令
和

３
年

７
月

2
7
日

保 健 医 療

介 護 部
糸

島
保

健
福

祉
事

務
所

人 づ く り ・

県 民 生 活 部

女
性

相
談

所

令
和

３
年

７
月

2
0
日

教 育 委 員 会

北
筑

後
教

育
事

務
所

令
和

３
年

７
月

2
1
日

図
書

館
令

和
３

年
７

月
2
8
日

令
和

３
年

７
月

1
5
日

令
和

３
年

７
月

3
0
日

戸
畑

工
業

高
等

学
校

宗
像

高
等

学
校

令
和

３
年

７
月

1
4
日

小
郡

高
等

学
校

福
岡

農
業

高
等

学
校

令
和

３
年

７
月

1
3
日



66
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

監
査

実
施

日

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

1
6
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

2
9
日

ま
で

令
和

３
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

3
0
日

ま
で

　
　

(
2
)
 
主

な
調

査
項

目

　
　

　
ア

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

　
イ

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与

　
　

　
ウ

　
旅

費

　
　

　
エ

　
交

際
費

　
　

　
オ

　
食

糧
費

　
　

　
カ

　
そ

の
他

需
用

費

　
　

　
キ

　
タ

ク
シ

ー
借

上
料

　
　

　
ク

　
会

場
借

上
料

　
　

　
ケ

　
備

品
購

入
費

　
　

　
コ

　
財

務
事

務
の

管
理

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

    

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

教 育 委 員 会

浮
羽

工
業

高
等

学
校

令
和

３
年

７
月

2
9
日

明
善

高
等

学
校

令
和

３
年

７
月

1
6
日

令
和

３
年

７
月

3
0
日

宗
像

中
学

校



第
27

9 
号

67
令
和
４
年
３
月
４
日
　
金
曜
日

　監査公表第25号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を筑紫県税事務所等17機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



68
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

 
 
財

務
監

査
（

随
時

監
査

）

　
　

　
監

査
基

準
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
行

う
監

査

 
 
 
 

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

知
事

部
局

、
企

業
局

、
行

政
委

員
(
会

)
事

務
局

及
び

警
察

本
部

関
係

機
関

1
7
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

３
年

４
月

１
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
9
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

並
び

に
、

　
　

財
務

事
務

の
管

理
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与
：

任
用

さ
れ

た
本

人
へ

の
面

談
等

に
よ

る
任

用
事

実
の

確
認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
：

物
品

納
入

業
者

に
対

す
る

取
引

状
況

の
確

認
及

び
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
現

物
確

認

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

３
年

1
0
月

１
日

～
令

和
３

年
1
0
月

2
9
日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
査

実
施

日

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
0
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

1
5
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
1
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
8
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
7
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

ま
で

令
和

３
年

1
0
月

2
6
日

企 業 局

監
査

委
員

事
務

局

総 務 部 商 工 部

令
和

３
年

1
0
月

2
7
日

令
和

３
年

1
0
月

2
8
日

管
理

課

北
九

州
東

県
税

事
務

所

会
計

管
理

局

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

イ
ン

テ
リ

ア
研

究
所

飯
塚

・
直

方
県

税
事

務
所

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

令
和

３
年

1
0
月

1
5
日

令
和

３
年

1
0
月

1
9
日

久
留

米
中

小
企

業
振

興
事

務
所

令
和

３
年

1
0
月

2
1
日

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

令
和

３
年

1
0
月

2
0
日

筑
紫

県
税

事
務

所



69
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

監
査

実
施

日

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

1
3
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

１
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

６
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

８
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

1
4
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

５
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

７
日

ま
で

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
0
月

2
9
日

ま
で

　
　

(
2
)
 
主

な
調

査
項

目

　
　

　
ア

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

　
イ

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与

　
　

　
ウ

　
旅

費

　
　

　
エ

　
交

際
費

　
　

　
オ

　
食

糧
費

　
　

　
カ

　
そ

の
他

需
用

費

　
　

　
キ

　
タ

ク
シ

ー
借

上
料

　
　

　
ク

　
会

場
借

上
料

　
　

　
ケ

　
備

品
購

入
費

　
　

　
コ

　
財

務
事

務
の

管
理

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

  

小
倉

南
警

察
署

令
和

３
年

1
0
月

1
2
日

第
一

機
動

隊

令
和

３
年

1
0
月

５
日

令
和

３
年

1
0
月

2
9
日

博
多

臨
港

警
察

署
令

和
３

年
1
0
月

1
4
日

宗
像

警
察

署

労
働

委
員

会
事

務
局

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

南
警

察
署

博
多

警
察

署

警 察 本 部

門
司

警
察

署

八
幡

東
警

察
署

令
和

３
年

1
0
月

６
日

令
和

３
年

1
0
月

８
日

令
和

３
年

1
0
月

１
日

令
和

３
年

1
0
月

1
3
日

令
和

３
年

1
0
月

７
日



70
第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

　監査公表第26号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を総務事務厚生課等38機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　大　橋　克　己



71
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

 
 
財

務
監

査
（

随
時

監
査

）

　
　

　
監

査
基

準
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
行

う
監

査

 
 
 
 

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

知
事

部
局

、
教

育
庁

及
び

警
察

本
部

の
3
8
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

３
年

５
月

１
日

～
令

和
３

年
1
2
月

2
2
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

並
び

に
、

　
　

財
務

事
務

の
管

理
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与
：

任
用

さ
れ

た
本

人
へ

の
面

談
等

に
よ

る
任

用
事

実
の

確
認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
：

物
品

納
入

業
者

に
対

す
る

取
引

状
況

の
確

認
及

び
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
現

物
確

認

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

３
年

1
1
月

2
日

～
令

和
３

年
1
2
月

2
2
日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
査

実
施

日

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

2
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

９
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

４
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
6
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
6
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

2
1
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

2
1
日

ま
で

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

総 務 部
総

務
事

務
厚

生
課

令
和

３
年

1
1
月

2
日

企 画 ・ 地

域 振 興 部

交
通

政
策

課
令

和
３

年
1
1
月

９
日

人 づ く り ・

県 民 生 活 部

社
会

活
動

推
進

課
令

和
３

年
1
1
月

４
日

生
活

安
全

課
令

和
３

年
1
1
月

1
6
日

令
和

３
年

1
2
月

1
6
日

ス
ポ

ー
ツ

局
ス

ポ
ー

ツ
企

画
課

令
和

３
年

1
2
月

2
1
日

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
青

少
年

育
成

課

令
和

３
年

1
2
月

2
1
日

ス
ポ

ー
ツ

局
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課
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第

27
9 

号
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日

監
査

実
施

日

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

５
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

９
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
4
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

2
6
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

2
2
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
6
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

５
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

2
5
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
8
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

2
0
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
0
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
8
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
6
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

ま
で

令
和

３
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

保 健 医 療 介 護 部

医
療

指
導

課
令

和
３

年
1
1
月

５
日

高
齢

者
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
課

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

令
和

３
年

1
1
月

1
7
日

福 祉 労 働 部

福
祉

総
務

課
令

和
３

年
1
1
月

９
日

介
護

保
険

課

労
働

局
職

業
能

力
開

発
課

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

令
和

３
年

1
2
月

1
4
日

小
竹

高
等

技
術

専
門

校
令

和
３

年
1
1
月

2
6
日

福
岡

学
園

令
和

３
年

1
2
月

2
2
日

商 工 部

中
小

企
業

振
興

課

環 境 部
環

境
政

策
課

令
和

３
年

1
1
月

1
0
日

工
業

保
安

課
令

和
３

年
1
2
月

1
6
日

令
和

３
年

1
1
月

５
日

園
芸

振
興

課
令

和
３

年
1
1
月

1
1
日

農
林

水
産

政
策

課

農
林

業
総

合
試

験
場

資
源

活
用

研
究

セ
ン

タ
ー

令
和

３
年

1
1
月

2
5
日

令
和

３
年

1
1
月

3
0
日

県 土 整 備 部

河
川

整
備

課

農 林 水 産 部

筑
後

川
水

系
農

地
開

発
事

務
所

令
和

３
年

1
1
月

1
8
日

水
資

源
対

策
課

令
和

３
年

1
1
月

1
1
日

直
方

県
土

整
備

事
務

所
令

和
３

年
1
2
月

2
0
日

令
和

３
年

1
2
月

1
0
日

建 築 都 市 部

都
市

計
画

課
令

和
３

年
1
1
月

1
8
日

飯
塚

県
土

整
備

事
務

所

建
築

指
導

課
令

和
３

年
1
1
月

1
6
日

令
和

３
年

1
2
月

1
7
日

県
営

住
宅

課
令

和
３

年
1
1
月

1
7
日

住
宅

計
画

課



73
令

和
４

年
３

月
４

日
　

金
曜

日
第

27
9 

号

監
査

実
施

日

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
5
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

1
5
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

６
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

６
日

令
和

３
年

1
2
月

８
日

ま
で

～
令

和
３

年
1
2
月

８
日

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

６
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

７
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

７
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

８
日

ま
で

令
和

３
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

1
2
月

８
日

ま
で

　
　

(
2
)
 
主

な
調

査
項

目

　
　

　
ア

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

　
イ

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与

　
　

　
ウ

　
旅

費

　
　

　
エ

　
交

際
費

　
　

　
オ

　
食

糧
費

　
　

　
カ

　
そ

の
他

需
用

費

　
　

　
キ

　
タ

ク
シ

ー
借

上
料

　
　

　
ク

　
会

場
借

上
料

　
　

　
ケ

　
備

品
購

入
費

　
　

　
コ

　
財

務
事

務
の

管
理

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

下
記

事
項

を
除

き
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

た
。

　
１

　
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）
　

　
　

　
指

摘
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

 

人
権

・
同

和
教

育
課

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

教 育 庁

高
校

教
育

課

警 察 本 部

被
害

者
支

援
・

相
談

課
令

和
３
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５　審査の申請手続及び受付期間

　⑴　審査の申請手続

　　ア　提出書類

　　　○　審査申請書（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦

３センチメートル、横2.4センチメートルの写真を貼付したもの）

　　　○　審査自動車を運転することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）両

面の写し

　　　○　次の表に掲げる審査手数料（福岡県領収証紙によること。）

審査に係る運転免許の種類 審査手数料

大型免許、中型免許及び準中型免許 23,400円

普通免許 19,500円

大型二輪免許、普通二輪免許、大型特殊免許及び牽引免許 14,700円

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 21,500円

　　　○　規則第17条及び附則による審査細目の一部を免除される者に該当する場合は

、これを証明する書面

　　　　※　審査申請書は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　　　郵便により審査申請書を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記し、84

円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　　　※　審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還は

行わない。

　　イ　提出先

　　　　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

　　　※　郵送による審査申請を行う場合は、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から令和４年４月１日（金曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から令和４年３月31日（木曜日）ま

福岡県公安委員会告示第48号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の２第４項第１号イ

の規定に基づき、技能検定員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（平

成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条の規定により、次の

ように公示する。

　　令和４年３月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　技能検定員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。

　　ただし、小型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く

。

３　審査の方法

　　規則第４条第１項又は同条第２項に規定する審査方法によって実施する。

４　審査の実施年月日時、場所等

日　　　　　時 項目 場　　　　　所 審査種別

令和４年４月11日（月曜日）
午前９時00分から午後３時00分まで

知識

福岡市中央区天神４
丁目４番27号　
ベストアメニティ天
神ビル
福岡県指定自動車学
校協会

令和４年４月12日（火曜日）
午前９時00分から午後３時00分まで

令和４年４月18日（月曜日）
午前９時00分から午後４時00分まで

技能

福岡市城南区田島６
丁目12番26号
福岡県自動車学校

普通、大型二輪、普
通二輪及び普通第二
種免許

令和４年４月19日（火曜日）
午前９時00分から午後４時00分まで

北九州市門司区大字
畑120番地
アイルモータースク
ール門司

大型、中型、準中型
、大型特殊、牽引、
大型第二種及び中型
第二種免許
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６　その他

　⑴　審査を受ける際は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯しておく

こと。

　⑵　第二種免許に係る審査を受審する者は、当該第二種免許に対応する第一種免許に

係る技能検定員資格者証を受けていること。

　⑶　審査に合格した者に対しては、技能検定員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の２第４項第２号イからホまでのいずれ

かに該当する者は、技能検定員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続等の問い合わせは、福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係に対

して行うこと。

　　　　　　　　　　　　　連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

　　　　　　　　　　　　　郵便番号　811−1392

　　　　　　　　　　　　　所 在 地　福岡市南区花畑４丁目７番１号

　　　　　　　　　　　　　電話番号　092−566−2892




